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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成３０年１０月１５日（月） 午前９時５９分 開会 

                 午後５時 １分 散会  

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 安 藤  薫 副委員長 楢村 一臣   委  員 水谷   毅 

  委  員 弘  豊 委  員 三好 俊範   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正  教育長 箸尾谷知也 

教育次長兼教育総務部長 北 野 人 士  同部参事 野 本 憲 宏 

教育政策課長 溝 口 哲 也   学校教育課長 河 平 浩 一   

教育支援課長兼教育センター所長 撰 田 裕 美 

生涯学習課長兼安威川公民館長 柳 瀬 哲 宏   

次世代育成部長 小 林 寿 弘   同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

同課長代理 湯 原 正 治    家庭児童相談課長 木 下 伸 記   

こども教育課長 浅 田 明 典 

  上下水道部長 山 口  猛   

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 岩見賢一郎  同局総括主査 香 山 叔 彦 

同局書記 速 水 知 沙 

 

１．審査案件 

  認定第１号 平成２９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

  認定第２号 平成２９年度摂津市水道事業会計決算認定の件 

  認定第３号 平成２９年度摂津市下水道事業会計決算認定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○安藤薫委員長 それでは、ただいまか

ら文教上下水道常任委員会を開会しま

す。 

 初めに、理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 スポーツ・文化の秋、何かと行事の多

い中、本日は、文教上下水道常任委員会

をお持ちいただきまして、大変ありがと

うございます。 

 このたび、議会では、役員改選がござ

いました。正副委員長初め各委員には、

１年間何かとご苦労をおかけいたしま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、平成２９年度の決算について

ご審査を賜りますけれども、何とぞ慎重

審査の上、ご認定いただきますようよろ

しくお願いを申し上げます。 

 一旦退席させていただきます。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、水谷委

員を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 北野教育次長。 

○北野教育次長 おはようございます。 

 それでは、認定第１号、平成２９年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、教

育総務部が所管しております事項につ

きまして、目を追ってその主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ３２ページから３４ページ、款１３使

用料及び手数料、項１使用料、目６教育

使用料は、学校施設等使用料、公民館使

用料などでございます。 

 ４０ページ、目６教育費国庫補助金は、

摂津小学校校舎増改築工事に係る学校

施設整備費負担金などでございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金は、

スクールガードリーダー配置事業補助

金などでございます。 

 ６０ページから６２ページ、款１９諸

収入、項４雑入、目２雑入は、小中学校

給食費負担金、日本スポーツ振興センタ

ー保護者負担となる掛金、チャレンジャ

ークラブ参加負担金などでございます。 

 次に、歳出でございますが、まず、民

生費についてご説明いたします。 

 １２６ページから目３児童福祉施設

費は、市立保育所の管理運営に係る経費

で、給食に係る賄材料費、維持管理に必

要な修繕料、委託料などでございます。 

 続きまして、教育費に移らせていただ

きます。 

 １７６ページ、款９教育費、項１教育

総務費、目１教育委員会費は、教育委員

会に係る経費でございます。 

 同ページから１８０ページ、目２事務

局費は、教育委員会事務局の運営全般に

係る経費で、障害児等支援員の賃金、校

務補助嘱託員賃金、新入学児童に対する

ランドセルの購入費、個人登録されてい
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る小学校・幼稚園受付員の報償費、新入

学児童に貸与する防犯ブザー購入費、通

学路の安全対策のための交通専従員業

務委託料、団体登録されている小学校・

幼稚園の受付員の委託料などでござい

ます。 

 １８０ページから１８２ページ、目３

教育センター費は、臨床心理士指導員、

教育相談に対応する教育指導嘱託員の

報酬、小学校及び教育センター配置の心

理相談員、いわゆる適応指導教室を運営

する教育支援嘱託員の賃金、不登校等の

児童生徒にかかわるさわやかフレンド

の報償金、教育センターの維持管理に伴

う光熱水費や委託料などでございます。 

 １８２ページから１８４ページ、目４

教育指導費は、中学校の部活動推進や経

験の浅い教職員の巡回指導などを行う

教育指導嘱託員、いじめ問題対策委員会

委員などへの報酬、小学校に配置してお

ります小学校１年生等学級補助員や学

校読書活動推進サポーター並びにスク

ールソーシャルワーカーなどへの賃金、

学習サポーターなどへの報償費、英語教

育推進のための小・中学校への英語指導

助手派遣、小学生を対象とした学力定着

度調査の実施、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾開催

などに係る委託料、学校への校内研修に

対する補助金及び教育関係団体等への

補助金などでございます。 

 １８４ページ、目５教育推進費は、土

曜つながり推進事業における指導員の

配置に要する報償費などでございます。 

 同ページ、目６人権教育指導費は、教

育研究会負担金などでございます。 

 １８６ページから１８８ページ、項２

小学校費、目１学校管理費は、小学校１

０校の学校運営のための消耗品、光熱水

費、備品購入などの経費、施設維持管理

のための委託点検経費、また、施設や設

備の維持補修のための経費などでござ

います。 

 １８８ページ、目２教育振興費は、卒

業記念品の購入費などでございます。 

 同ページから１９０ページ、目３保健

衛生費は、学校医等に対する報酬、児

童・教職員に対する各種健康診断委託料、

学校管理下における児童の負傷等に対

応するための日本スポーツ振興センタ

ー負担金、要保護及び準要保護児童に対

する医療費扶助などでございます。 

 １９０ページ、目４学校給食費は、非

常勤の給食調理員の賃金、給食の賄材料

費、給食調理業務に係る委託料、準要保

護児童に対する給食費扶助などでござ

います。 

 目５支援学級費は、小学校の支援学級

の運営経費でございます。 

 同ページから１９４ページ、項３中学

校費、目１学校管理費は、中学校５校の

管理運営のための消耗品、光熱水費、備

品購入費などの経費、施設の維持管理の

ための委託点検経費、また、施設設備の

維持補修のための経費などでございま

す。 

 １９４ページ、目２教育振興費は、卒

業記念品の購入費などでございます。 

 目３保健衛生費は、学校医等に対する

報酬、生徒・教職員に対する各種健康診

断委託料、日本スポーツ振興センター負

担金などでございます。 

 同ページから１９６ページ、目４学校

給食費は、中学校給食に係る経費でござ

います。 
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 １９６ページ、目５支援学級費は、中

学校の支援学級運営経費でございます。 

 同ページから１９８ページ、項４幼稚

園費、目１幼稚園管理費は、幼稚園３園

の維持管理などに係る修繕料、保守点検

費などでございます。 

 １９８ページから２０２ページ、項５

社会教育費、目１社会教育総務費は、社

会教育委員、市史編さん委員及び嘱託員

の報酬や市史編さん史料撮影等業務委

託料など、社会教育の一般事務に係る経

費でございます、 

 ２０２ページから２０４ページ、目２

青少年対策費は、青少年指導員の報酬、

こどもフェスティバルに係る経費など

でございます。 

 ２０４ページ、目３公民教育費は、摂

津生涯学習大学や生涯学習フェスティ

バルに係る経費でございます。 

 同ページから２０６ページ、目４公民

館費は、公民館の管理運営のための嘱託

員報酬、消耗品、光熱水費、備品購入費

などの経費、施設や設備の維持補修のた

めの経費でございます。 

 ２０６ページ、目５文化財保護費は、

文化財保護審議会委員報酬などでござ

います。 

 同ページ、項６図書館費、目１図書館

総務費は、摂津市民図書館等協議会委員

報酬などでございます。 

 同ページから２０８ページ、目２図書

館管理費は、市民図書館及び鳥飼図書セ

ンターの管理運営に係る経費でござい

ます。 

 以上、教育総務部の所管いたします平

成２９年度一般会計歳入歳出決算の内

容の補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 小林次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 おはようござ

います。 

 それでは、認定第１号、平成２９年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、次

世代育成部が所管をしております事項

につきまして、目を追ってその主なもの

について補足説明をさせていただきま

す。 

 まず、歳入でございますが、３０ペー

ジ、款１２分担金及び負担金、項１負担

金、目１民生費負担金は、市立保育所・

私立保育園保育料、通所給付費負担金な

どでございます。 

 ３２ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料は、子育て

総合支援センター遊戯室使用料などで

ございます。 

 同ページから３４ページ、目６教育使

用料は、市立幼稚園保育料、学童保育室

保育料でございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１

国庫負担金、目１民生費国庫負担金は、

私立保育園等の運営に対する教育保育

給付費負担金、通所支援等負担金、児童

手当負担金、児童扶養手当負担金などで

ございます。 

 ３８ページから４０ページ、項２国庫

補助金、目２民生費国庫補助金は、延長

保育事業や一時預かり事業などに対す

る子ども・子育て支援交付金、私立保育

園等が行う保育士宿舎借り上げ事業な

どに対する保育対策総合支援事業費補

助金、保育所等整備費交付金などでござ

います。 

 ４０ページ、目６教育費国庫補助金は、

私立幼稚園園児の保護者に対する補助
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金などでございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府

負担金、目１民生費府負担金は、私立保

育園等の運営に対する教育保育給付費

負担金、通所支援等負担金、児童手当負

担金などでございます。 

 ４４ページから４６ページ、項２府補

助金、目２民生費府補助金は、子ども・

子育て支援交付金、大阪府新子育て支援

交付金、ひとり親家庭及び子どもに対す

る医療費補助金などでございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金は、

わくわく広場などに対する教育コミュ

ニティづくり推進事業費補助金でござ

います。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財

産運用収入、目１財産貸付収入は、私立

認定こども園への建物貸付収入でござ

います。 

 ５２ページ、款１９諸収入、項３貸付

金元利収入、目１奨学資金貸付金元利収

入は、奨学資金貸付金の償還金でござい

ます。 

 ６２ページ、項４雑入、目２雑入は、

過年度通所給付費返還金、市立保育所に

係る職員等給食費負担金、児童主食費負

担金、市立幼稚園給食等負担金などでご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございますが、ま

ず、民生費についてご説明をいたします。 

 １２０ページから１２４ページ、款３

民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉

費総務費は、市立児童センター及び市立

児童発達支援センターの運営委託料、児

童福祉施設整備費補助金、私立保育園等

の運営に対する補助金及び教育保育給

付費負担金、つどいの広場に対する地域

子育て支援拠点事業補助金、児童発達支

援事業等に係る通所給付費などでござ

います。 

 １２６ページ、目２児童措置費は、児

童手当及び児童扶養手当の扶助費など

でございます。 

 同ページから１２８ページ、目３児童

福祉施設費は、市立保育所の施設管理運

営に係る経費、子育て総合支援センター

遊戯室開放委託料、私立保育園等への障

害児保育補助金などでございます。 

 １２８ページ、目４ひとり親家庭福祉

費は、ひとり親家庭の自立支援に係る経

費などでございます。 

 同ページから１３０ページ、目５子ど

も医療助成費は、子どもの医療費助成に

係る経費でございます。 

 １３０ページ、目６ひとり親家庭医療

助成費は、ひとり親家庭に対する医療費

助成に係る経費でございます。 

 続きまして、教育費についてご説明を

いたします。 

 １７６ページから１８０ページ、款９

教育費、項１教育総務費、目２事務局費

は、私立高等学校等学習支援金などでご

ざいます。 

 １８８ページ、項２小学校費、目２教

育振興費及び１９４ページ、項３中学校

費、目２教育振興費は、要保護及び準要

保護の児童生徒に対する扶助費などで

ございます。 

 １９６ページから１９８ページ、項４

幼稚園費、目１幼稚園管理費は、市立幼

稚園及びべふこども園の施設管理運営

に係る経費でございます。 

 １９８ページ、目２教育振興費は、私

立幼稚園園児の保護者に対する就園奨
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励費補助金及び園児保護者補助金でご

ざいます。 

 ２０２ページから２０４ページ、目２

青少年対策費は、学童保育室及びわくわ

く広場の運営に係る経費などでござい

ます。 

 以上、次世代育成部が所管しておりま

す平成２９年度一般会計歳入歳出決算

内容の補足説明とさせていただきます。 

○安藤薫委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 おはようございます。 

 平成２９年度決算概要に従って質問

させていただきたいと思います。 

 課ごとではなく、１ページずつ言わさ

せていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ８６ページをお願いします。 

 こども教育課、民間保育所等施設整備

補助事業についてです。 

 簡単な質問かもしれないんですけど

も、繰越金について、翌年度繰越金が１

億９，０１５万７，０００円の内容につ

いて簡単ですが教えてください。 

 飛びまして、９０ページです。 

 子育て支援課、ひとり親家庭医療費助

成事業、摂津市が行ってますひとり親家

庭の医療費助成事業ですけども、平成２

８年度に比べまして、決算額が医療費に

関して減っております。このことについ

てなぜ減ったのか。これはことし限りの

ものなのか。少子高齢化ということが影

響しているのか。どういったことを分析

されているのか。来年度以降どのように

なると考え予測されているのか、あわせ

て教えていただければなと思います。 

 歳入に関してなんですけども、実際、

平成２９年度にかかわりがあると言わ

れたらどうなのか微妙なんですけども、

以前にも、私、質問をさせていただきま

した市立保育所等の土地の貸し付けに

ついて、今年度話を進められてるという

ことでしたけども、どのような方向性で

動いてらっしゃるのか。それについて少

しだけ教えていただければなと思いま

す。 

 一気に飛びまして、１３２ページをお

願いします。教委総務課ですね。 

 非常勤職員等任用事業についてです。

産業医、昨年は項目なかったと思います

けども、義務化されてる産業医だと思う

んですけども、なぜことし項目がこうい

うふうに上がってきたのか、教えていた

だきたいです。 

 その下ですね。新入学用品支給事業で

すね。昨年度も同じことを聞かせていた

だきましたけども、平成２７年度、ラン

ドセルの単価が３，４２５円だったと。

平成２８年度には単価４，７５０円に上

がったというふうにお聞きいたしまし

たけども、微増しております、決算額は。

そのあたりについて単価が変わったの

か。人数が変わったのか。そういった要

因を教えていただければなと思います。 

 次、１３４ページです。 

 一般事務事業の過年度分国庫返還金

が結構な金額あります。２，２００万円

ですかね。なぜこれだけ返還することに

なったのか。詳しく教えていただければ

なと思います。 

 その四つ下です。 

 職員災害補償事業、職員災害補償費、

ことしに限っては使われております。ど
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ういったことがあったのか。プライバシ

ーの問題で答えられない範囲もあるか

もしれないんですけども、教えれる範囲

で教えていただければなと思います。 

 次、子育て支援課、私立高等学校等学

習支援金支給事業、私立高等学校学習支

援金ですね。こちら予算自体は平成２８

年度よりふえてるんですけども、執行率

は減っております。その辺の要因につい

て、何か分析があるのか、教えていただ

ければなと思います。 

 またちょっと飛びまして、１３８ペー

ジですね。学校教育課、小中一貫教育推

進事業についてです。 

 こちらの事業、９年間を使っていろん

なことを一貫して、小学校６年生から中

学校１年生に上がるときの差を埋める

ための努力をいろいろされてると思う

んですけども、一応、９年間を見越して

のことだと思いますのでね。これをちょ

っと平成３０年度全国学力学習調査事

業のことについても絡めて聞いていき

たいと思うんですけども、平成２９年度

も、平成３０年度も、総括として、上位

層に分布する生徒数が少ないと。平成３

０年度に関しても上位層が少なく、中間

層、低層に偏っているというふうに分析

されていると思います。小学校に関して

は、平成２９年度より平成３０年度のほ

うが改善したのかなと私は思うんです

けど、中学校に関しては、若干、偏差値

で勝手に判断させてもらっただけです

けど、落ちてるのかなと思いました。そ

の点について、小学校から中学校に上が

るときに苦労するのはすごくわかるん

ですけども、例えば、そこで振り落とさ

れてしまった。もうわからなくなってし

まった。例えば、小学校の掛け算がわか

らない子がそのまま中学２年生になっ

てしまったときとかに、そういった方を

フォローする授業というのは何かここ

に含まれているのか。また、ここに含ま

れていないのであれば、どういったこと

を実施されているのかどうか、教えてい

ただきたいのと。 

 飛びましたけど、上位層が少ないとい

うふうに分析されてると思います。平成

３０年度の学力調査事業に関しては、摂

津ＳＵＮＳＵＮ塾を拡充して、基礎学力

の定着を図っていくというふうに書か

れておりますけども、摂津ＳＵＮＳＵＮ

塾というのは、余り言葉は好ましくない

かもしれないんですけども、余り勉強に

向き合えない子どもたちとかを、言って

しまえば、低得点層のほうを中位に上げ

ていくという作業のように僕には認識

があるんですけども、正直、グラフを見

る限り、確かに高得点層は少ない。平均

を上げるためには高得点は要ると思う

んですけども、そのあたりについてどの

ように考えてらっしゃるのか、教えてい

ただきたいです。 

 次、１４０ページですね。 

 教育支援課、土曜つながり推進事業に

ついて、平成３２年度をめどの事業だと

私は認識しているんですけども、子ども

たち、そして親御さんたちとのつながり、

学習を深めていくという事業だと思う

んですけども、平成２８年度と比べて平

成２９年度の成果、また、今年度どのよ

うな成果が上がりそうなのか。その辺も

踏まえて教えていただきたいです。そし

て、平成３２年度の目標値に向かってど

のような形になっているのかも教えて
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いただきたいです。 

 一番下ですね。 

 教育総務課、小学校管理運営事業につ

いてです。 

 ことしは、本当に災害の多い年でした

けども、学校の備蓄品ですね。恐らく防

災管財課の話になってくるのかもしれ

ないんですけども、この消耗品費に学校

の備蓄品等は入ってるのか。防災管財課

のほうだとは正直思ってるんですけど

も、備蓄品の数については把握されてる

というふうに思いますので、どういった

ものを学校に備蓄されてるのか。ある程

度の想定の量とかですね。例えば、避難

所になってますので、どういった方々が

何日間は過ごせるようになってますと

かそういった数。そして道具等々、主な

ものでも結構ですので、教えていただけ

ればと思います。 

 次に、１４２ページですね。 

 同じ項目ですけども、小学校施設改修

事業についてです。 

 こちらも繰越金が結構な金額ござい

ます。これについての説明を教えていた

だけたらなと思います。 

 次が三つ下ですね。 

 小学校卒業記念事業についてです。 

 予算よりもかなり決算額自体は落ち

てると思います。この要因について児童

数が減ったのか。児童数は減ったという

ふうに確か書いてらっしゃったと思い

ますけども、それだけが要因なのか。 

 済みません、これは飛びますけど、１

４６ページの中学校卒業記念事業、こち

らについても予算とのずれがあります

ので、あわせてお答えいただければなと

思います。 

 １４２ページ、小学校就学援助事業に

ついてです。 

 こちらは予算が増額され、決算額も増

額されたと思います。主に、要保護及び

準要保護児童に対する扶助費がふえて

ると思うんですけども、そういった理由

について。今後、こういうものが増加し

ていくものなのか。見立てに関して教え

ていただければなと思います。 

 次、１４４ページですね。教育総務課

の小学校給食事業についてです。平成２

８年度の決算でもお聞きいたしました

けども、改めまして給食延べ数と給食事

業にかかわる１食当たりの単価を教え

ていただければなと思います。 

 あわせて、１４８ページの中学校給食

事業についても、改めまして昨年度と同

じように１食当たりの単価を出してい

ただければなと思います。 

 今年度、中学校給食に関するアンケー

トを受け取っていないんですけども、そ

の辺については、私が受け取っていない

だけなのか。調査されていないのかを含

めて教えていただければなと思います。 

 飛ばしましたけど、１４６ページです

ね。 

 中学校就学援助事業、小学校と一緒で

すけども、こちらについても増加傾向に

あるのかなと思います。先ほどの小学校

とあわせて教えていただければなと思

います。 

 最後です。 

 一気に飛びまして、１５４ページです。 

 生涯学習課、青少年指導員事業につい

てです。予算に対して青少年指導員の報

酬が平成２８年度よりも落ちておりま

す。青少年指導員は、地域に本当に根づ
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いて非行に走る子を見ていただいたり、

地域行事をしていただいたりしてると

思うんですけども、決算額が減った理由

としては、任命されてる方、定員に対し

て数が減ったのかどうか、そのあたりを

教えていただければなと。今後も減少傾

向にあるのか、あわせて教えていただけ

ればなと思います。 

 １回目、以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こど

も教育課にかかわりますご質問に答弁

いたします。 

 まず、決算概要８６ページの民間保育

所等施設整備補助事業についてでござ

います。 

 こちらにつきましては、ＫＥＮＴＯひ

まわり園、それから正雀ひかり保育園の

施設整備の補助金でございます。 

 当初、文部科学省の補助金、それから

厚生労働省の補助金の内示をそれぞれ

８月、１０月にいただく予定でございま

したが、文部科学省の補助金についてお

くれがございまして、２月となりました。

このことから、着工のほうがおくれまし

て、進捗が進まなかったということで、

補助金の多くを繰り越したものでござ

います。その影響がございまして、ＫＥ

ＮＴＯひまわり園については、当初予定

していた開園時期をおくらせて、１１月

に開園する予定となっております。 

 次に、教育保育施設への市有地の無償

貸し付けの件でございます。 

 ３月の委員会にもご質問いただいた

内容かと思いますけれどもＫＥＮＴＯ

ひまわり園、それから正雀ひかり園を除

く施設の無償貸し付けの契約期間につ

きましては、今年度末ということになっ

ております。その後の有償化につきまし

ては、法人にも投げかけのほうを行って

おりまして、今後、金額面について協議

を行う予定としております。 

  以上でございます。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、ひとり

親家庭の医療費助成の件でございます。 

 こちらにつきましては、確かに、昨年

度からの決算に比べて減ってきており

ます。対象者のほうも若干減ってきてる

ところもあるんですけども、もともと医

療費助成ですので、その年の流行の感染

症でありますとかそういう病気ですね。

また、病院に行く回数、そういうものに

よって年度ごとに増減があるのが現状

でありまして、ちなみに平成２７年度、

平成２６年度のときには大体６，３００

万円、平成２８年度が６，７００万円、

今年度６，４００万円ということですの

で、その年の流行の病気等によっても、

この辺の金額が変わってくるものとい

うふうに考えておるところでございま

す。 

 それと、私立高等学校等学習支援金の

ほうなんですけども、こちらのほうにつ

きましては、本市では、府制度の対象と

ならない方、また、市事業の支給額に満

たない方に対して、補完する形で学習支

援金を支給することとなっておりまし

て、府の制度の対象学年の拡大、また、

金額の拡充に伴いまして、支給額が減少

してきているものでございます。 

 また、中学３年生を卒業後、私立に進

んでいる子どもの数も、平成２８年度か
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ら平成２９年度に比べまして若干減っ

ておることから、決算額についても少し

減っている状況にあるというところで

ございます。 

 それと、小学校の就学援助と中学校の

就学援助のところでございます。 

 小学校の就学援助事業につきまして

は、平成２９年度から新入学の児童学用

品費の支給単価につきまして、２万４７

０円から４万６００円に引き上げたと

ころでございます。こちらのほうにつき

ましては、国が示す単価と同額にするこ

とによって伴うものでございまして、そ

れとあわせて小学校６年生に対して、中

学校の入学に係る学用品費につきまし

て、これまで入学後に支給しておったも

のを前倒しにしまして、２月に支給した

ことによりまして、この増額分というふ

うになっております。 

 あわせて、中学校の就学援助も同様で

ありまして、増額の主な理由としまして

は、新入学生徒学用品費の支給単価、中

学のほうは２万３，５５０円から４万７，

４００円に引き上げになりまして、国が

示す単価と同額にしたことにより増額

となっているところでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 それでは、教育総

務課に係りますご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、決算概要の１３２ページでござ

います。 

 非常勤職員等任用事業で、平成２９年

度から産業医報酬が予算計上されたこ

とについてのご質問でございます。 

 こちらにつきましては、労働安全衛生

法の一部改正がございまして、ストレス

チェック制度が創設されました。労働者

の心理的な負担の程度を把握するため

の検査ということで、このような制度を

実施することが義務化されたものでご

ざいます。ストレスチェック制度を実施

して、例えば高ストレスの反応者に対し

ましては、必要に応じて医師による面接

指導の実施が義務化されたということ

もございますので、これまで市全体で産

業医がお一人、人事課のほうで雇用され

ているのですが、教育委員会におきまし

ても、そのような形で配置をさせていた

だいたということでございます。 

 続きまして、同じく１３２ページの新

入学用品の支給事業についてのご質問

でございます。 

 こちらにつきまして、委員からも説明

ございました単価が平成２７年度から

平成２８年度に大きく上がったという

ことがございます。以前にもご説明させ

ていただいたと思うんですけれども、今

まで長年やっていただいてた業者が人

手不足の問題から廃業されたというこ

とで、それをまた新たな業者にかわって

実施しているのですが、そのことで予算

が一部増額となっております。平成２９

年度でございますと、当初予算におきま

しては、４，９７５円の仮見積もりで出

していただいた金額、また、人数につき

ましては、前年の１０月時点での児童数

の見込み数で８０６人を見込んでおり

ましたけれども、最終的には、平成２８

年度と同額の単価４，７５０円で、児童

数につきましては、見込みよりも若干少

ない７８１名分で執行させていただい

たということでございます。 
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 続きまして、１３４ページの一般事務

事業、過年度分国庫返還金でございます。 

 こちらにつきましては、学校施設改修

に伴う学校施設環境改善交付金に関す

るものでございますけれども、平成２７

年度に実施いたしました鳥飼小学校耐

震補強工事、第四中学校の耐震補強工事

に係る交付金を一旦申請をさせていた

だきまして、内示もいただきまして、そ

の額で決定ということではございまし

たけれども、その後、大阪府から指摘が

ございまして、鳥飼小学校仮設校舎を当

時グラウンドに建設して実施させてい

ただいたんですが、その分が耐震補強工

事の交付金のメニューの中で細かく分

かれておりまして、本来は地震補強の事

業の対象になる分を誤って大規模改造

事業と防災機能強化事業、これはトイレ

の改修とか交付金の中でメニューが分

かれておりまして、その分を重複して請

求をしてしまっていたということを最

終の精算報告を上げさせていただく際

に指摘がございました。その分を平成２

９年度に過年度分で返還をさせていた

だいたということでございます。この部

分につきましては、平成２９年度の一般

会計補正予算（第３号）において計上さ

せていただきまして、承認をいただいた

ものでございます。 

 続きまして、同じく１３４ページ、職

員災害補償事業の職員災害補償費につ

いてでございます。 

 こちらにつきましては、これまで１０

万円を予算計上させていただいておっ

たと思いますけれども、平成２９年度に

つきましては、通勤災害が１件ございま

して、その方の通勤災害に係る診療費や

休業補償費等を今回執行させていただ

いたということで、４６万４，９４５円

がその分かかったというものでござい

ます。 

 続きまして、１４０ページ、小学校管

理運営事業に係る分のご質問でござい

ます。 

 学校の備蓄品の質問でございますけ

れども、内容といたしましては、毛布で

あったり水、また、乾パンやビスコなど

簡単に食べれるようなものが備蓄品と

して学校のほうで保管をしております。

何人程度を想定した全体の量なのかと

いった部分につきましては、私どものほ

うでは今把握できておりませんので、恐

らく防災管財課のほうでそのような見

込み数も含めて出していると思います

ので、私どものほうではそこまで今把握

させていただいてないということでご

ざいます。 

 続きまして、１４２ページの小学校施

設改修事業に係るご質問でございます。 

 翌年度繰越額を１億５３８万４，００

０円という形で書かせていただいてお

りますけれども、こちらにつきましては、

国からの学校施設環境改善交付金が前

倒しで国の補正予算でつけていただけ

るということもございましたので、この

分を翌年度に繰り越して、鳥飼西小学校、

味生小学校の運動場の改修工事として

執行させていただいたものでございま

す。 

 続きまして、同じく１４２ページ、小

学校卒業記念事業に係るご質問でござ

います。 

 こちらにつきましては、６年生の児童

の方に英和辞典と証書の筒を贈呈させ
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ていただいております。こちらにつきま

しては、児童数が平成２８年度で申しま

すと７８５名の児童の方が対象となっ

ておったんですが、平成２９年度につき

ましては７１９名ということで、６６名

ほどの児童数が減になったことに伴う

執行額の減ということでございます。 

 同じく１４６ページでございますけ

れども、中学校卒業記念事業、こちらに

つきましては、平成２８年度で申します

と７８３名だったんですが、平成２９年

度で申しますと６９７名ということで、

こちらのほうも減少のほうをしており

ます。８６名生徒数が減ったことによる

ものでございます。 

 続きまして、１４４ページ、戻ります

けれども、小学校給食事業に係るご質問

でございます。 

 １食当たりの単価のご質問でござい

ますけれども、給食費につきましては、

学校給食法で規定されておりますけれ

ども、食材料費のみを保護者の方にご負

担いただくということでございます。現

在、低学年の方で申しますと日額で２０

５円。中学年の方で２１５円。高学年で

申しますと２２０円の負担となってお

ります。喫食の延べ数でございますが、

ちょっと今手元にございませんので、確

認させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 １４８ページでございます。 

 こちらは、中学校給食事業１食当たり

の単価のご質問でございます。平成２９

年度で申しますと、１食当たり３００円

を保護者の方に負担していただきまし

て、委託料としては３１３円、税込みの

金額でこれまで実施してまいりました。

単純計算という言い方が適切かわから

ないんですけれども、事務報告書に計上

させていただいております延べ喫食数

が教職員の方も含んでございますが、２

万３００食。これ以外にも事務局であっ

たり、いろいろ喫食数はあるんですけれ

ども、そちらのほうシステムの委託料も

含んで計算させていただきますと１食

当たり１，３０２円。以前、平成２９年

度にご質問の中でも答弁させていただ

いてたと思います。５％の喫食率で大体

１，４００円を超えるような額だったと

思いますけれども、詳細な計算をすると

若干変わってくる部分もありますが、お

およそそれぐらいの金額が１食当たり

現在はかかっているということでござ

います。 

 また、アンケートについてのご質問で

ございます。 

 平成２９年度は１０月にアンケート

を実施させていただきまして、こちらに

つきましては、特定の日を２日間ほど抽

出していただきまして、全生徒の方にア

ンケートをとらせていただいておりま

す。その前につきましては、平成２７年

度にも実施させていただいております。

我々といたしましては、定期的にこのよ

うなアンケートで生徒の意見、また、嗜

好等も確認させていただく、経年的に見

ていく必要はあろうかと思います。喫食

率の向上を目指して、今いろいろと改善

策も実施しておりますけども、やはり生

徒の生の声といったところを反映させ

ていく必要がございますので、平成３０

年度につきましては、試食会等で単発的

に食べていただいた生徒の方には実施

しておるんですが、全体にはまだ実施し
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ておりませんので、今後、経年比較とい

うことも含めて検討させていただきた

いとは思っております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教

育課にかかわります質問にご答弁申し

上げます。 

 １３８ページ、小中一貫教育推進事業、

義務教育９年間を見通した学力向上の

取り組み、特に中学校の取り組みについ

てご質問があったと思います。三好委員

の質問にありましたように、低位層から

中位層に上げていく取り組みについて

は、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾等、また、各中

学校では、学力保障の観点もありまして、

学力向上支援事業で支援員を配置し、個

別の支援等を行っております。 

 また、質問にありました中間層を上げ

ていく取り組みにつきましては、各校で

指導方法の工夫改善加配の教員がおり

まして、その者を中心に授業改善を行っ

ております。習熟度での少人数指導等の

取り組みを行っております。その中で発

展的な内容とかを取り入れたりするこ

とで、中間層を上げていく取り組みを行

っております。 

 また、市教委のほうで各学校の学力向

上の担当者を集めまして、主体的、自主

的に学ぶ学校の取り組みとかを好事例

として、各校に普及しています。また、

発展的な学習についてどのように取り

組んでいるか。好事例をもとに取り組み

を行っているということです。よろしく

お願いします。 

○安藤薫委員長 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 済みません。先ほ

ど、予算概要の１４４ページ、小学校給

食事業のご質問の中で、延べ喫食数のご

質問のところで答弁が漏れておりまし

たので、その分につきましては、児童数

だけで申しますと７９万９，２９９食、

全１０校での喫食数でございます。よろ

しくお願いします。 

○安藤薫委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 土曜つながり推

進事業に関しますご質問にご答弁申し

上げます。 

 決算概要の１４０ページでございま

す。 

 これは委員がおっしゃるようなイベ

ントなんですけれども、平成２９年度の

成果といたしましては、地元小・中学生、

それから卒業生だけではなく、府立支援

学校生の参加もございますので、非常に

交流の場としては、ふだんなかなか関係

が持てないような方との交流というこ

とで、広がりが持てたというところが大

きな成果だというふうに感じておりま

す。 

 平成２８年度との比較でございます

が、地元小・中学生の参加率が減ってい

るということ。それから、保護者の参加

が減っているということでございます。 

 この要因といたしましては、放課後デ

イサービスのサービスが受けれるよう

になっているということと、個人の習い

事をされているということでの参加の

減少。それから、保護者に関しましては、

ここでイベントをしている間に、下のお

子さんのお世話をされるとかというこ

とで、ご家庭とか個人での時間をうまく

活用したいということで、イベントの参

加率が減っているような状況がござい
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ます。 

 今年度の効果でございますが、大阪北

部地震の影響により、１回分中止をした

んですけれども、中止をした後、今後再

開をしてくれるのかどうかというよう

なことのお問い合わせがございました。

再開をいたしましたけれども、再開をし

たときの反響はすごく大きかったとい

うふうに思っておりまして、そういう意

味では期待感が大きいものとなってる

ように感じています。 

 今後の見通しといいますか目標値な

んですけれども、先ほど申し上げました

ように、福祉のサービスが充実してきて

いること。それから、保護者の時間の使

い方が子育てといろんなことに有効に

使いたいというようなご希望が多いこ

と。それから、地元の小・中学生よりも、

卒業生の参加率がどんどんふえている

というようなことから、期待感が大きく、

イベントの効果はあるというふうには

感じておりますが、運営、企画のあり方

については、一定検討しているところで

ございますので、そういう観点で見直し

ていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、青少年

指導員に関するご質問にお答えさせて

いただきます。 

 青少年指導員につきましての決算額

につきまして減少している理由でござ

いますが、青少年指導員の委嘱人数の減

少に伴います報償金の減少が要因とな

っております。 

 平成２８年度末時点では委嘱人数５

１名が、平成２９年度末時点では４８名

と３名減少しているものによります。 

 理由といたしましては、青少年指導員

につきましては、２年ごとの委嘱となっ

ておりまして、ちょうど平成２９年度が

その委嘱の年に当たります。このときに

切りがいいということでおやめになら

れる方が、今回、多数発生したというこ

とで人員の減少につながっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございま

す。 

 では、できるだけ答弁していただいた

順に沿って、２回目の質問をさせていた

だきます。 

 民間保育所等施設整備補助事業につ

いては、改めまして説明を受けまして理

解をさせていただきました。 

 次ですね。子育て支援課、ひとり親家

庭医療費助成事業についても、一時的な

要因ということで、今年度に関して、来

年度に関して、病気のはやりぐあい等々

によってずれが生じてくる程度のもの

だというふうな認識も受けました。あり

がとうございます。 

 私立高等学校等学習支援金支給事業

につきまして、府のサービスが拡大した

ということが要因であると公立高校の

進学が割合としてふえてきた。時代背景

によってそういった市民サービスが必

要、不必要というのは変わってくるとは

思うんですけども、少し時代の流れがで

きたのかと答弁を受けての印象を受け

ました。こちらについては、ただ、経済

的理由で就学困難な方、大阪府全体でも

基本的には収入によって無償になって
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いますが、こういった事業を継続して進

めていくのは必要かなと理解いたしま

した。 

 小学校就学援助事業及び中学校就学

援助事業につきましても援助額拡充

等々がありまして、ふえたというように

理解いたしました。質問した理由として

は、そういった人たちがふえてきている

のかなという不安を抱いて質問させて

いただいたのですが、時代的に格差が広

がっていっているのかという不安感か

ら質問させていただいたのですが、答弁

の内容からして、そういった理由ではな

いと理解いたしましたので、これについ

ても結構です。大丈夫です。ありがとう

ございます。 

 続きまして、教委総務課の件です。非

常勤職員等任用事業につきまして、産業

医、ご説明を受けましたとおり、義務化

されている事業というのは認識してお

りまして、ことしぽつりと出てきた理由

は何なんだろうかということで、昨年度

まで管轄が違ったということで理解い

たしました。ありがとうございます。 

 新入学用品支給事業について、単価自

体は昨年平成２８年度と一緒の４，７５

０円に落ちついたという理由は理解で

きました。ただ、最初の見積額では４，

９７５円というあわせてそういった答

弁もいただきましたけども、２２５円上

がっている予算を出されたのは、理由と

してはどういったものがあったのか、教

えていただければと思います。 

 続きまして、１３４ページ、一般事務

事業です。過年度分国庫返還金につきま

して、事務的ミスから返還されたという

ことですので、人間正直誰でもミスはあ

るとは思うんですが、市民の税金、一度

国から入ったものですので、国民の税金

ですので、こういったことのないように

気をつけていただければ、今後さらに精

査していただければと思います。 

 続きまして、職員災害補償事業につい

て、内容については事故があったという

程度の話でしたので、詳しい内容につい

てはお話できないのかなという認識を

受けました。大切な人材ですので、こう

いった補助費、制度としてあるものです

ので、皆さんの必要時に使っていただけ

ればと思います。 

 続きまして、小学校管理運営事業、備

蓄品、道具等ともというふうにお聞きさ

せていただいたのですが、食料について

のみの返答でした。例えば、災害時のバ

ールであるとか、ジャッキであるとか、

そういったものは備蓄していないので

しょうか。 

 また、食料数を把握されていない、ど

れぐらいの人数を対応できているか。把

握されていないということでしたけれ

ども、前回の地震、台風、一応水害もあ

りました。踏まえまして、課の連携が必

要というふうにいろんな課の方が答弁

されていました。 

 正直、大震災が起きたときとか、どれ

ぐらいの人数が来るか、把握できないぐ

らいの人数が来るかもしれないと思い

ます。その方が来て、例えば、半日もも

たなかったとかではいけないと思うの

です。そのことについて、ぜひ連携をと

っていただいて、調べていただきたい。

しっかりとそれが足りないのであれば、

足りるだけの人数分、学校というのは基

本的に皆さん、公共設備が集まると思い
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ますので、一番しっかりしていないとい

けない部分になってくると思います。そ

れについて、理解を深めていただきたい

ということと、戻りますが、そういった

瓦れき撤去等、必要な道具があるのかど

うか。それについてもお聞かせください。 

 １４２ページです。小学校、あわせま

して中学校卒業記念事業についてです。

予算額よりも人数が少なかったので結

果として少なくなった。ただそれだけの

理由だと思います。一応、私もそれだけ

の理由というのはわかっていたのです

が、聞かせていただきました。理解いた

しました。 

 飛ばしましたね。小学校施設改修事業

についてです。これについては僕の勉強

不足なのかもしれないのですが、残高が

２億９，０００万円あるうちの１億円ち

ょっとだけ繰り越されているというの

は、どういった理屈でこういったことが

起こるのか。平成２８年度も２億２，５

８５万３，０００円繰り越していると思

うのですが、予算に対して基本的なこと

かもしれないのですが、繰越額が残高に

対して減るのはどういった理由からか

教えていただければと思います。 

 続きまして、１４４ページです。小学

校給食事業につきまして、１食当たりの

単価です。小学校に関しては私が概算で

出させていただいたら２百数円台かな

と。賄い費も抜いて、それぐらいかなと。

賄い費を入れたら５００円近くになる

のかなと、１食当たり大ざっぱに延べで

割っただけですけどもという計算にな

りました。 

 それに対して、中学校給食事業に対し

て、何度も何度も申し上げておりますけ

れども、１，３０２円、賄い費を入れて

いくと１，６００円を超える金額に１食

当たりなるのかなと思います。 

 じゃあ、実質の公費としては１，００

０円ということで、かなり落ちています

ね。昨年度からかなり落ちている印象を

受けるのですが、そんなわけはないと思

うんです。喫食率は上がっていないです

し、ちょっとその辺について再度確認し

ていただければと思います。 

 中学校給食に関するアンケートの結

果を今年度実施していない件について、

少し意見というか、業者選定が変わりま

して、今後３０％から１０％に下方修正

されて、その１０％を目指していくんだ

という報告を受けております。それに対

してする努力というのは何でもしてい

くような心意気をお聞きしたのですが、

正直、学校の生徒にアンケートをとるだ

けの給食アンケート、１年に１回の実施

でも正直少ないと思うのですが、今年度

を実施していないというのは少し理解

できないかと思います。 

 平成２８年度の実施分に関してです

が、今年度の分がないので、平成２８年

度を改めて言わせていただきますが、１

から９項目、その他を入れますと１０項

目です。食べていない理由を述べていた

だいたと思います。 

 １，８１９人対象に調査されて、一人

当たりざっと計算しただけですけど、食

べない理由が約４．０９個あると、ただ

割っただけですけど、単純計算ですけど、

一人当たり４個ぐらい食べない理由が

あるのかと理解しております。そういっ

たことの最新情報というのは、情報とい

うのはすごく大事なものですし、学校の
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生徒には手間になるかもしれないので

すが、有益な情報ですので、生の情報と

いうのはすごい価値のあるものだと思

います。それに対して、切りかえの時期

まであと２年、３年ぐらいしかないと聞

いておりますので。それまでに１０％上

げないといけないのに、遅いのじゃない

か。正直、一人当たり４項目クリアして

いかないと恐らく１０％にはいかない

だろうと思います。 

 理由としては、単価が高過ぎる。６，

０００円というのは高過ぎるとか、食べ

たことないけどおいしそうに見えない

とか、いろいろあると思いますが、こう

いった生の情報を少しずつ更新してい

って、皆さんがやられている成果を少し

ずつ数字であらわしていくのはすごく

大事なことだと思うのです。 

 その成果に沿ってやっていかないと、

とてもじゃないですけど、あと残りの年

数で１０％行くとは思えないのです。改

めまして、それについてお考えを聞かせ

ていただきたいのと、先ほど４個ほど項

目をクリアしていかないといけないの

じゃないかと、私個人では思っているん

ですけども、問題点があるから、認識さ

れているから、こういった項目を上げら

れていると思うのですが、クリアはどれ

をしていこうと思っていらっしゃるの

か、できそうなのか。そのあたりについ

て教えていただきたいと思います。 

 最後、生涯学習課１５４ページです。

青少年指導員事業につきまして、２年間

の切りかえがあるというのは私も存じ

上げております。でしたら、平成３０年

度に関しては４８名よりふえたのかど

うか。説明のとおりであればふえた。今

後の見通しという部分が抜けていたの

で、それについてもう一度改めまして教

えていただければと思います。 

 戻りまして、１４０ページです。土曜

つながり推進事業についてです。順番が

前後していますが、そのまま行きます。

一定の成果は上がっていると認識され

ていると同時に、問題点のほうも認識さ

れているという理解をいたしました。 

 この事業は、時代背景の変わりもある

と思うのですが、平成３２年度までで一

定の成果を出すというふうにやられて

いた事業だと思います。 

 災害がありまして、ただそれについて

もう一度復活させてほしい。すぐにやっ

てほしいというような意見があったと

理解いたしました。予算がついている事

業ですので、できるだけ有効にしていた

だきたい。そして、イベントというのは

つながりにはなると私自身も思ってい

ますので、あともう少しの期間ですが、

今後も続けていくのかもしれないです

が、より精査して進めていただければと

思います。 

 済みません。戻りまして、１３８ペー

ジです。小中一貫教育推進事業について

ですが、低得点層から中得点層の引き上

げ、中得点層を高得点層の引き上げする

対策についてはお聞きいたしました。思

った正直な感想ですけど、中得点層、高

得点層に上げるというのは低得点層か

ら中得点層に上げるよりも厳しいもの

になるかなと、ただ単純に思います。 

 ただ、事業としてあるのが、低得点層

のすくい上げ、それも確かに大事ですが、

中得点層、ある程度できる子が伸び悩ん

でいるという言い方も正しいのかなと
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思います。そこをもう少し、９年一貫指

導ですので、考えていっていただければ

なと。 

 あと、先ほど申し上げました小学校か

ら中学校に上がる際の対策プログラム

について対策されているのは存じ上げ

ています。質問いたしました、例えば２

年生、３年生になったときの小学校の学

習不足の分、そこに関しての答弁をいた

だけなかったので、何か対策されている

のか、改めまして教えていただければと

思います。 

 ２回目は以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 まず、新入学用品

支給事業についてのご質問で、当初、私

ども先ほど説明させていただきました

４，９７５円で予算計上させていただい

たということではございますが、これは

当然、仮見積もりを業者から出していた

だきまして、平成２８年度の１０月現在

での児童数で見込みで計上させていた

だいておるのですが、最終的に業者のほ

うも精査していただきまして、前年度と

同額４，７５０円で契約を結ばせていた

だいたということではございます。 

 それと、小学校管理運営事業の中での

災害時の対応ということで、バールであ

ったり、ジャッキ等、当然体育館、校舎

も含めて避難所対応ということが起こ

り得ますので、今後も防災管財課とは連

携をとりながらしっかりとやってまい

りたいと思います。 

 先ほどの毛布であったり、水、乾パン

等の数も含めて、確認はさせていただこ

うとは思っております。 

 例えば、瓦れき撤去とか、そのような

大規模な災害が起こった場合には、校務

員であったり、学校現場、事務局も含め

て対応が困難であろうと思っておりま

すので、可能な範囲ではもちろんやるん

ですが、専門的な業者で対応していただ

くことになるのかなとは考えておりま

す。 

 小学校施設改修事業で、多額の残額が

発生しているということでございます

が、こちらにつきましては、摂津小学校

の校舎増築、その他改修工事を実施させ

ていただいております。当初予算で計上

させていただいた額から工事の入札を

行いまして、入札による差金が発生した

ことによるものでございます。 

 次に、中学校給食の委託料についての

ご質問でございます。先ほど、事務報告

書で計上させていただいております延

べ喫食数で単純に割った額でというこ

とで説明させていただいております。こ

ちらにつきましては、賄い材料費、調理

業務の委託料、そして予約システムの委

託料、こちらの金額で計算をさせていた

だきました。 

 以前に平成２９年度の第４回の定例

会におきましてもご質問いただいた際

に、答弁をさせていただいておりますが、

このときの計算で申しますと、食材料費

が３００円、調理業務等委託料が平成３

０年度から新しく業者が変わりまして、

税込みの金額で５５９円、予約システム

委託料につきましては、６０２円で計算

させていただきまして、１食当たり経費

全体として１，４６１円かかっていると

いうことで答弁をさせていただいてお

ります。 
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 アンケートの実施についてでござい

ます。平成２９年度、このような形でア

ンケートを先ほど委員が申していただ

いた形で実施させていただきまして、食

べていない理由など、複数回答というこ

とでさまざま回答をいただいておりま

す。食べたことはないけれども、おいし

そうに見えないといったような回答も

４７％ほどございます。 

 払込金額の単位が最低６，０００円と

いうのは高過ぎるという回答もいただ

いております。 

 改善といたしまして、この６，０００

円を３，０００円の払込票といった低額

の払込票も現在は実施させていただい

ております。 

 そのことにより少しでもハードルを

下げることで利用していただきやすく

なることで、我々としても改善をさせて

いただいております。また、食べたこと

がないという生徒に関しましては、今年

度、全ての中学校の全学年の生徒に対し

て、全員の試食会を実施させていただい

ております。当然、今まで食べたことが

なく、おいしそうに見えないという声が

あったのですが、実際に食べてみると汁

ものであれば、温かくてご飯も温かい状

態で提供させていただいております。お

かずにつきましても、この平成３０年度

から業者は変更させていただきまして、

お隣の吹田市でも実績がある業者とい

うことで、そのような人気献立も栄養士

と協力しながら、そのような改善をさせ

ていただいておるということでござい

ます。 

 アンケートは今申しました試食会の

中では全ての生徒の方にアンケートを

とらせていただいております。また、集

約させていただきまして、委員の皆様に

ご提示させていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 先ほど、中学校２

年生、中学校３年生に対する特段の取り

組みはないかという質問に対して、答弁

を申し上げます。中２、中３だけにター

ゲットを絞ってという取り組みについ

ては、特にはないのですが、まず、先ほ

ど答弁をさせていただきました指導方

法の工夫改善加配を活用した習熟度別

の少人数の指導については、低位層につ

いても実施しておりますので、そのよう

な学力が厳しい子どもたちに対しても

丁寧な指導ができるように工夫してお

ります。 

 また、重複しますが、学力向上支援員

は教員免許を持った者を各中学校４８

０時間配置しております。また学習サポ

ーターは大学生等ですが、各校に１００

時間配置しまして、個別の支援等を行っ

ているところです。 

 また、そういったこぼれ落ちのないよ

うに、平成２７年度より小学校では学力

定着度調査を実施しております。学習内

容の定着については小学校段階からこ

ぼれ落ちのないように、そういうテスト

結果を使ってフォローするなどして、各

校で取り組みを行っているということ

です。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、青少年

指導員に関しまして、現状と今後の見通

しにつきまして、ご答弁させていただき
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ます。 

 まず、青少年指導員の現状につきまし

てでございますが、平成２９年度当初は

４８名でございましたが、１名おやめに

なられまして、そのかわりに１名追加委

嘱となっておりまして、１減１増の４８

名同数となっております。 

 今後の見通しでございますが、青少年

指導員につきましては、業務内容におき

まして、かなり負担が大きいと考えてお

ります。そのため、なかなか大幅な増員

というものが見込めないのが現状でご

ざいます。 

 近年は約５０名前後の人員で推移し

ております。現在、少し足りないのかな

と思っております。これにつきましては、

青少年指導員連絡協議会と連携し、追加

の委嘱ができますよう、今後鋭意努力し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 まず、管理運営事業に

つきまして、先ほど答弁で瓦れき撤去等

は業者の方に任せられるのでという答

弁をいただきました。先日、本会議にお

いて一般質問の際に、僕の質問ではない

ですが、総務部長のほうから瓦れき撤去

等、神戸の大震災の際、一般の市民の方

に助けられる割合がかなり多かったと

発言されておりました。警察等、レスキ

ュー等がやられるよりも一般の方々の

努力というか、支援のほうが割合として

助かった方も含め、延べ人数も全て多か

ったという認識であると答弁されてお

りました。 

 にもかかわらず、教育委員会の方々が

そういった瓦れき撤去に必要なジャッ

キ、バール等の数を把握していないとい

うのは問題があるのかなと。私の把握し

ている限り、１個しかないんですね。こ

ういったジャッキは。例えば、大震災が

あった際に、そういったものが違うとこ

ろもあるかもしれないですが、記憶に関

して、１個で奪い合いになる可能性もあ

ると思うんですね。 

 さらに、こういった災害時、備品に関

して提供するためには、私の認識では、

学校、責任者等が対策本部を立ち上げた

後に、物品を配られると認識しておりま

す。なので、そういった方々が把握して

いないというのは、正直またこういった

災害、もっと大きな災害が起こった場合、

大きな混乱を招くのではないかと。 

 今回、こういった教訓と言ったら語弊

があるかもしれないですけれども、死者

等が出なくて済んだ災害があるのです

から、各部署の連携を深めていくという

答弁をされていましたので、ぜひ歩み寄

っていただいて、皆さんに何があったと

きでも対応ができるような準備をして

いただければと思います。 

 それについて、教育長、何か意見があ

れば、思いがあれば教えていただければ

と思います。 

 次に、中学校の給食についてです。業

者が今年度変わりまして、新たな事業が

始まって、最低振込金額の単位を３，０

００円にするという新たな試みを行わ

れているのに対して、結果がどうなって

いるか気にならないのかと、正直に思い

ます。よかれと思ってやっていらっしゃ

るのだとは思うのですが、結果がついて

こなければ改善の余地があるというこ

とだと思います。年に１回も実施してい
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ないアンケート、次に来年実施するので

したら、このスパンで言ったら、恐らく

最後になるのですか。 

 前回、食べていない人たちにアンケー

トをとったのにもかかわらず、食べてい

る人にアンケートという理由もよくわ

からない。統一性がないのかなと思いま

す。さらに、平成２８年度のことを掘り

返すようですが、これしか資料がないの

であれですが、コンビニ等で食べられて

いる方たちをどうにか全員中学校給食

に取り込んで、目標の１０％を達成する

ということですが、どう考えても、これ

を足していくと９．９％にしかならない

んです。喫食率を全部足しても。 

 １０％を目指しているのに、９．９％

の方々を目標としているというのは数

字的におかしいのじゃないかと考えて

います。何でもそうだと思いますが、８

０点とろうと思っている子に８０点の

勉強だけしなさいというのは、たとえが

悪いですけど、ほぼほぼの方が８０点と

れないと思います。１００点を目指して

９０点、８０点とれるような世の中だと

思いますので、そもそもの目標が９．

９％というのがちょっと理解ができな

い。ということは、１０％を目指そうと

思えば、この平成２８年度に関しては、

家庭弁当を持っている人たちも引き込

んでいかないといけないと考えていま

すが、それに対していただいた先ほどの

３，０００円にしたとか、おいしそうに

見えなかったとか、そういったことを改

善すると言われていますが、それの成果

を求めていくのが必要じゃないかと、正

直怠慢じゃないのかと思います。 

 私自身は前から言っているように中

学校全員給食を希望しておりますけれ

ども、これについては、現在は制度とし

て実施しているもので、税金が投入され

ておりますので、積極的により広くの方

に使っていただく必要があるのかなと。

制度は最大限利用するべきかなと。活用

していくべきだと思いますので、その活

用していく努力をもう少し細かくして

いただきたい。 

 そして成果についても逐一確認して

いただいて、我々に報告もしていただけ

ればと。そして、方向性の転換が必要な

のであれば、それについても議論を早急

にしていくべきだと思いますので、それ

については要望しておきます。 

 給食費について、単価については私の

記憶が錯誤していまして、現在のほうが

単価が上がっていると理解いたしまし

た。これに関しては、小学校の給食費に

対比して、正直高過ぎると思っています

けれども、今も申し上げたとおり、事業

としてもやっていますので、最大限利用

して、喫食率が上がれば単価も必然と下

がりますので、単価が全てではないと理

解しているんですが、余りにも少し高過

ぎますので、できるだけ上げる努力をし

ていただければ。単純に１０％になれば

倍以上喫食がふえているので、７００円

ぐらいにはなると思いますので、もっと

下がると思いますので、目指していって

いただきたいと思います。 

 青少年指導員事業につきまして、２年

間の転換期だということで３名減った

ということでしたが、特にふえているわ

けでもなく、減っているわけでもない。

青少年指導員というのは本当に私個人

的には地域にかなり必要な人材だと思
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っております。 

 質問ではしなかったですけど、摂津市

は６５歳が定年ですか。他市では５０歳

のところもあれば、６０歳のところもあ

ると記憶していますが、そういったとこ

ろ、定年を定めないというところもあり

ます。そういったところを検討されてい

るのかどうか、最後にお聞きしていきた

いと思います。 

 熟練の方が体力の問題もありますし、

やめにくい、やめると言いにくい問題も

あるのかもしれないですけども、人材不

足、正直負担がかかっていらっしゃると

述べられていましたので、自治会と一緒

でこういった青少年指導員事業とか、こ

れはどんどん人数が減っていくのでは

ないかと私自身危惧しているところで

す。それについて、対策というか、早急

に打っていくべきだと思いますし、先ほ

どもお聞きしましたけれども、そのあた

り今後改めて定年数を引き延ばすであ

るとか、そういった対策等を具体的な何

かを考えていらっしゃるのか、お教えく

ださい。 

 最後です。小中一貫教育推進事業につ

いてです。二、三年生について正直、９

年間を見通した教育課程の編成となっ

ていますので、二、三年生ももちろん対

象に重点を置かないといけない時期な

のかなと思います。正直摂津市というの

は、府の平均よりも低い、全国の平均よ

りもちろん低い状態ですから、学力的に

は正直言い方はよくないですけれども、

平均よりできている子が少ないという

ことは学習、理解が足りていない子が比

較的多い傾向にあると思います。 

 そういった子たちが中学校２年生、３

年生になって掛け算、割り算、因数分解

等、中学校で習うようになりますけども、

それ以前のところでつまずいた場合、自

主的な努力以外で補う方法がない状態

なのではないかと私は危惧しているん

です。そういった子たちもすくい上げる

ような授業をやっていただければと。 

 正直小学校の認識が足りないという

のは、高校に行ってもそのままになって

しまいますし、高校に行くと追いつけな

いレベルになってくる、もっともっとレ

ベルが上がってきますので、中学校のう

ちにまだ小学校の復習はできると思い

ます。中学校の復習も高校に行ってやる

のはよくあることですので、そういった

前段階の教育ももう一度、ちょっと過ぎ

去ってしまった、終わってしまっている

教育ですが、それの見直しについてもも

う一度改めて考えていただければと。 

 プラス、傾向として中間層を高得点層

なみに引き上げていく作業が必要だと

考えていらっしゃるとお聞きしました

が、そこについて教育長、最後そこにつ

いてもどう考えていらっしゃるのか、今

後のビジョン、教育長もそのように考え

ていらっしゃるのか。中間層を伸ばすべ

きだと考えていらっしゃるのか、意見と

いうか、考え方を教えていただければと

思います。 

 ランドセルの単価について、前年度に

関して１，３００円近く平成２８年度は

上がったわけです。さらにまだ今後も上

がっていく見込み、正直業者がしんどい

から１，２２５円上げた単価で見積もり

出してきたのか。どんどん上がっていく

ものなのか、見通し、話し合い等々、こ

れから進めていかないといけないのか
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もしれないですが、例えば、平成２７年

度に関しては１．５倍近くになろうとし

ていますので、１．５倍は言い過ぎです

が、そのあたり最後、どのように考えて

いらっしゃいますか。済みません。順番

前後しましたが、お願いします。 

○安藤薫委員長 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 ランドセルの単

価のご質問でございます。業者と我々、

これまでも協議をさせていただいてお

ります。見積もりを出していただいて、

業者が変わったということで、一定金額

は技術的な問題も含めて上がっている

のですが、今後、大幅な例えば、材料の

高騰であったりということでもない限

り、今、現状のお示しいただいている金

額で企業努力も含めて、我々としてはや

っていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、青少年

指導員の人員確保についての対策につ

いて、ご答弁させていただきます。 

 まず、青少年指導員、現在、年齢制限

６５歳とさせていただいております。こ

れにつきましては、青少年指導員連絡協

議会と協議の上、やはり青少年指導員、

体力的な部分が必要となっております

ので、６５歳が限界かというところでラ

インを引かせていただいておったと記

憶しております。 

 しかしながら、今後の高齢化社会等を

踏まえまして、人員確保のため年齢制限

については今後、見直しが必要かと考え

ております。また、その他の対策といた

しまして、実は以前、嶋野委員から青少

年指導員の公募についてということを

ご提案いただきまして、それにつきまし

て、青少年指導員連絡協議会と協議して

おります。 

 現時点につきましては、人員確保より

も単に名前を上げるだけではなく、自分

たちチームとして活動しているので、自

分たちである程度人員確保させてほし

いというところで、現在、公募について

は実施には至っておりませんが、今後、

より人員確保が困難になってきた状況

におきましては、そういった公募も行う

ということも視野に入れて人員確保に

努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 まず、市の防災関係の

お話ですが、バールやジャッキなどの資

機材、あるいは消耗品等の数を教育委員

会として把握していないのはおかしい

のじゃないかというご質問ですけれど

も、ご存じのように、今、避難所、ある

いは避難場所として指定をされている

施設は、教育委員会が所管しております

施設が多うございます。 

 ただ、それはあくまでも施設として教

育委員会が所管しているということで、

避難所開設ということになりますと、初

期対応班、主に近所に住んでおられる市

職員の方が決められておりまして、その

方々がまず学校へ行って体育館なら体

育館を開ける。そして、避難者の受け入

れをすると。そしてその後で、今度は一

定長引くようですと、避難所班というの

がまた別途組織されておりまして、この

方々が避難所運営をし、長期間になるよ

うであれば、避難者の方々に自立して運

営していただくという流れになってお



- 24 - 

 

ります。 

 そういうことで、ご指摘のように教育

委員会が数を知らないのでいいのかと

言われますと、避難所運営というのは担

当に任せるだけではなくて、オール摂津

で取り組まなければならないものであ

りますし、各学校でいろいろなリソース

に違いがありますから、教育委員会とし

ても、そういう意見を言いながらも、情

報は共有していかなければならないと

思います。これを決めていくのは市、ト

ータルでの防災管財課なりのところで

所管していただく話なのかと思ってい

ます。 

 ただ、今回の災害で思ったのですが、

近隣他市に比べ、職員数も少ない摂津市

で、多数の避難所を運営するということ

になりますと、実際問題なかなか大変な

ことがございますので、私としては府の

教育庁にも相談をしまして、緊急な場合

には学校の教職員にも避難所運営に携

わっていただくということで、了解も得

ました。今後は実際、そういった学校の

教職員も含めて、避難所開設の訓練等も

オール摂津でやっていかなければなら

ないと感じています。 

 それと教育、これは本当に難しい課題

でして、単純に学力高位層、中位層、低

位層と仮に分けたとして、どこにターゲ

ットを絞って学力向上を図るのかとい

うのは、考え方としてはいろいろあると

思うのですが、実際にはなかなか難しい

です。ぱっと考えたら、中位層、高位層

の子をこれ以上上げるというのはなか

なか難しい。低位層の子だったらすぐ上

がるん違うかというお考えをお持ちの

方もいらっしゃるかもしれませんが、実

際やってみると、学習に対する意欲とい

う面では上位層の子というのは高うご

ざいます。中位層の子はちょっと。低位

層の子は意欲が低い子が多いかなと思

います。 

 ですから、意欲を育てるということも

含めて考えると、低位層が学力向上を図

る方が可能性が高いのかと言われると、

実際やるとなったら課題も多いかなと

思います。 

 ただ、そうは申しましても、どこにタ

ーゲットを絞るのだということになる

と、私は今話題になるのは、全国学力学

習状況調査なんですけれども、これは一

つの調査でありまして、この点数のどう

のこうのということよりも、子どもたち

が社会人としてこれから大人になって

生活していく上において、最低限の例え

ば、四則演算でありますとか、そういっ

たような力はまず小・中学校の義務教育

段階でしっかりとつけてあげないとい

けないだろうと。順番をつけるわけでは

ないですが、まずそこは最も大事かなと

思っていまして、現在、小学校の学習の

まとめになる小学校６年生と、それから

今後、中学校へ上がっていく上において、

基礎となる中学１年生の段階での算数、

数学でまずは摂津ＳＵＮＳＵＮ塾とい

うのをさせていただいておるわけです。 

 そういうことで、優先順位から言うと、

まずそこを第一にと思っておりますが、

さりとて委員がおっしゃるように、中位

層の子、あるいは高位層の子をどうする

んだというお話は、そこは学校のいろい

ろな取り組みを工夫していただく必要

があるかなと考えております。現在、全

国学力学習状況調査の結果分析等も持
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ってきていただいて、各学校から管理職

と学力向上担当の教員に来ていただい

て、私たち教育委員会の者とで、各学校

大体１時間、ちょっと長くなって、延長

する場合もありますが、１時間以上、そ

れぞれの学校の課題でありますとか、あ

るいは取り組みについてご報告いただ

いた後、教育委員会としての考えも述べ

させていただいて、取り組みを進めてお

ります。 

 そんな中で、今後は中位層、高位層の

子どもたち、上位層の子どもたちに対す

る対応についても、知恵を絞っていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 教育長、ありがとうご

ざいました。 

 済みません、４回目です。青少年指導

員事業に関して、いろいろ考えていただ

いていると理解できましたので、今後、

そのように地域の活動がもっと根づく

ように広げられるように、厳しいかもし

れませんが、難しいかもしれませんが、

よろしくお願いいたします。 

 ランドセルの新入学用品支給事業に

ついてです。理解いたしました。進めて

いただければと思います。 

 最後、教育長、答弁ありがとうござい

ます。本当に学校の先生とかも今後も使

われて、正直学校の先生の負担は、働き

方改革と言われている時期に、これ以上

負担がふえるというのは、いたし方ない

部分もある面、個人的にはかわいそうだ

なという面もありますけれども、学校に

携わる設備、場所とか、一番理解がある

のは学校の先生、もしくは地域の方だと

思いますので、市の職員よりも多分熟知

しているのは、そういう方々のほうが多

いと思いますので、今後、もっと大きな

大災害がないとは限らないので、それに

対する対応、対策をしっかりと練ってい

ただいて、備品に関して防災管財課が管

理していると言っても、もうちょっと意

見ぐらいは言っていただいても、これで

は足りないわとか、それがオール摂津に

つながっていくと思いますので、できれ

ばそういった備品等々も含めまして、教

育現場の観点から、地域とつながりがあ

るのも学校の先生は多いでしょうし、Ｐ

ＴＡ等もありますので、そういった意見

もくみ上げて意見していただければと

思います。 

 学力についてです。本当に教育長もい

ろいろ悩まれていると理解しています。

私もすぐに結果が出る世界じゃないの

もわかっていますし、何が正しいのかと

いうのもはっきりした指針がない世界

だと思います。ただ、中間層の子どもた

ち、向上心が多少なりともある方たちで

すから、もうちょっと上げていく作業も

私個人の意見というより、こういったこ

とに書いていたので述べさせていただ

いたんですけど、そういうふうに課題認

識とされているのであれば、もう少し取

り組んでいっていただければと。具体的

に制度をつくってもいいのかなと思っ

ています。限りある予算ですが、未来あ

る子どもたちですので、力を入れていた

だければと思います。 

 点数だけが全てじゃないのも理解し

ていますし、人間性が一番重要なのも理

解しています。私自身もそこまで学力は

高くなかったですから。私的な話は置い
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ておいて。そういった形で子どもたちの

２年連続で同じような課題を出されて

いるので、もう少しそういったものを精

査していただければと、最後、要望とし

てお伝えして終わります。 

 済みません。長くなりました。ありが

とうございます。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○安藤薫委員長 それでは、再開します。 

 引き続いて質疑を受けたいと思いま

す。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、決算概要の記

載順に質問させていただきたいと思い

ます。おおむね１５点になります。 

 一つ目は、８４ページの児童発達支援

事業でございます。今回、前年と比べま

して、予算も増額をしておりますけども、

その内容と理由についてお尋ねしたい

と思います。 

 ２点目、８６ページの民間保育所等入

所承諾事業でございますけれども、こち

らのほうも予算が増額をしております

けども、その内容についてお伺いをした

いと思います。さきの質問で、ＫＥＮＴ

Ｏひまわり園のこともございましたけ

ども、それも含めてお願いいたします。 

 三つ目、１３２ページになりますけど

も、非常勤職員等任用事業についてお尋

ねをしたいと思います。これも、さきに

ありました産業医の方が１名ふえてお

りましたけども、実際にストレスチェッ

クを実施してみての状況等についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 ４点目、１３４ページになりますけど

も、ＯＡ機器管理事業でございます。セ

ンターサーバーの運用をされています

けども、今後になるかと思いますけども、

市庁舎等の運営もあるかと思いますけ

ども、当年度の内容と、それから今後の

方向性についてお聞かせいただきたい

と思います。 

 続いて５点目、１３６ページになりま

すが、研修事業につきまして、平成２８

年度と比べまして、平成２９年度はどの

ような点に力を注いで取り組まれたの

かについてお伺いをしたいと思います。 

 ６点目、同じく１３６ページ、教育相

談事業です。その内容についてお聞かせ

いただきたいと同時に、平成２８年度に

は項目の中に心理判定員というのがご

ざいましたが、平成２９年度には含まれ

ておりません。その内容についてお尋ね

をいたします。 

 同じく１３６ページの施設維持管理

事業でございます。通信運搬費がふえて

おりますが、その内容について及び維持

管理委託料についてでございますけど

も、市長部局の庁舎の維持管理もありま

すけども、教育委員会と市長部局のこの

維持管理委託料の兼ね合いについてお

尋ねをしたいと思います。 

 続いて８点目、１３８ページの教育指

導研修事業でございます。その内容につ

いてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 続いて９点目、同じく１３８ページの

学力向上支援事業及び学力向上推進事

業についてでございます。名前の内容と

してはよく似ておりますけども、それぞ

れの内容の違いについて、それから、学

習指導委託料の内容についても、事業内
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容がもし変更がございましたら、その内

容についてお尋ねしたいと思います。 

 続いて１０点目、１４０ページの教務

用品支給事業でございます。決算額が大

幅に減っておりまして、執行率も２９．

１％になっております。その内容につい

てお尋ねをします。 

 続いて１１点目、１４２ページの小学

校管理運営事業でございます。校務員の

委託料が今回、新規で入っておりますけ

ども、その内容について及び民間委託を

されたことにつきましての引き継ぎは

順調に行われているのかどうかお伺い

をいたします。 

 次に１２点目、１４６ページの中学校

施設運営事業でございます。細かいこと

になりますが、一つは、光熱水費につき

まして、決算額が前年に比べ約５００万

円ほどふえております。１校当たり平均

すると１００万円アップになるのです

が、その内容について、おわかりでした

らお教えください。及び、機械警備委託

料でございますが、こちらについても５

１万円から９０万円とふえております。

ほかの図書館等の警備費用を見るとほ

とんど変わってないんですが、この点だ

けがふえておりますので、わかるようで

したらお答えいただきたいと思います。 

 次に１３点目、１５２ページになりま

すが、学童保育事業についてです。指導

員の定員につきまして、満たされている

のかどうか、その状況についてお伺いを

したいというふうに思います。 

 次に１４点目、１５４ページの青少年

指導員の事業でございます。さきにも質

問がございましたが、もし定員というの

が定めておられるようであれば、その規

定に対して現状はどのように配置をさ

れているのかについてお尋ねしたいと

いうふうに思います。 

 最後に１５点目、１５８ページの図書

館施設管理事業でございます。鳥飼図書

センターの施設管理事業も含めまして、

修繕料が発生しておりますが、その内容

についてお聞かせをいただきたいと思

います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず１点目

の児童発達支援事業でございます。この

通所給付費の中には相談支援であった

り、児童発達支援、また、放課後等デイ

サービスの通所サービスの内容がござ

います。 

 平成２９年度決算で約３億２，０００

万円の金額となっておりまして、そのう

ち放課後等デイサービスの給付費のほ

うが約２億３，０００万円と、全体の約

７割を占めている状況でございます。 

 こちらのほうの平成２８年度と平成

２９年度の決算額の差が約５，０００万

円ございますので、放課後等デイサービ

スの給付費の伸びによるものでござい

ます。 

 それと、学童の指導員の定員のご質問

についてですけども、平成３０年４月現

在におきましては、指導員ですね、それ

ぞれ正、また担任補助、それと人数加配、

それと支援児加配というふうに補助指

導員といろいろと分かれておる中でご

ざいますが、その中で、正と担任補助に

つきましては充足をしておりまして、不

足しているところが人数加配が１１名、
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それと支援児加配で週５日の支援児加

配というものが約１７名不足している

状況でございます。 

 ただ、この支援児加配の１７名の不足

につきましては、週２日、３日で対応で

きる指導員も数多く採用しております

ので、そちらのほうで学童運営に支障の

ないように、現在努めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こど

も教育課にかかわりますご質問にお答

えいたします。 

 決算概要で８６ページ、民間保育所入

所承諾事業でございます。こちらにつき

ましては、事業全体で増加となっており

ますが、主に教育保育給付費負担金の増

の影響が大きいというふうに考えてお

ります。 

 こちらにつきましては、民間施設の運

営費の財源をなすものでございまして、

平成２９年度に民営化いたしました正

雀ひかり保育園、それから、新たに開設

しております小規模保育事業所、あと、

さらに既存の施設においても定員増を

図っておりますので、その分、民間施設

での入所の児童数がふえたということ

で、この教育保育給付費負担金がふえた

ということでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 教育支援課にか

かわりますご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず、１３６ページの研修事業でござ

いますが、どこに力を入れたということ

ですけれども、２点ございまして、一つ

は人材育成でございます。２点目は、特

別支援教育に関する研修に力を入れま

した。 

 この２点に力を入れているのは、経験

の浅い教員が非常に多くなっていると

いうことと、特別支援教育に関しまして

は、現在、教員になっている者は教員免

許を取得するときにこの内容について

単位を取得しなくても教員免許が取得

できたというような背景があることか

ら、この２点を中心に研修を行ったとこ

ろでございます。 

 続きまして、１３６ページ、教育相談

の内容でございますが、小学校１０校に

スクールカウンセラーの配置、それから、

教育センターにカウンセラーの配置、経

済的な理由により修学が困難であると

いうことに関します進路相談の相談員

の配置などを行っております。 

 心理判定員という名目がなくなって

いるということでございますが、これは、

発達検査にかかわる職員でございまし

て、家庭児童相談室から検査が教育セン

ターに移行するときに、この名前で職員

とともに移ってきたんですけれども、教

育センターでももともと発達検査をし

ておりましたことから、同一職で二つの

名前があるということで統一化を図っ

たものでございます。 

 続きまして、施設維持管理事業に関し

てでございます。通信運搬費は、決算額

でいうと平成２８年度よりも減ってい

るんですけれども、この内容は教育セン

ターで受ける電話相談も含めましての

費用でございます。 

 あと、維持管理の市長部局とのかかわ
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りでございますが、委託にかかわります

入札等の手続に関しましては、財政課で

一括で入札のほうを行っておりますが、

その後、各、樹木でありましたり消防設

備でありましたり、それぞれの点検項目

に関しましては、施設のほうで随時行っ

ております。 

 あと、１４０ページの教務用品支給事

業の執行率でございますが、これの決算

額の主な内容は、小学校の新しく教科に

なりました「特別の教科 道徳」の教員

用の指導書と教科書の購入にかかわっ

た費用でございます。 

 あとは、市内の小学生、中学生が火事

等、被災にあわれたときの学用品を補償

するための事業になっておりまして、特

にそのような被災された方がおられな

かったことで執行率が低いような状況

になっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 それでは、教育政

策課にかかわりますご質問にお答えい

たします。 

 まず、決算概要の１３２ページでござ

いますが、産業医、非常勤職員等任用事

業について、ストレスチェック制度を実

施しておるということでの状況につい

てでございますけれども、平成２９年度

でございますと、対象者が教職員で５２

４名おられ、そのうち２４９名の方に実

施、回答のほうをいただいておりまして、

実施率といたしましては、４７．５％で

ございます。 

 そのうちの高ストレスの判定者が３

０名、率で申しますと１２％ほどござい

ました。この方々については、その方か

ら面談を希望されるということであれ

ば、産業医との面談も実施させていただ

いているということでございます。 

 続きまして、決算概要１４２ページの

小学校施設管理運営事業における光熱

水費が前年度と比べ５００万円ほど増

加しているということについてでござ

います。 

 光熱水費につきましては、学校施設の

電気代、ガス代、水道使用に係る分でご

ざいますけれども、毎年、節約には努め

ておるところではございますけれども、

その年の気候によりまして、当然、今年

度もそうでしたけれども、猛暑、酷暑と

いうような日も続く中で、エアコンの使

用であったり、プールの水の使用等がふ

えたということによる経費が増になっ

たということでございます。 

 もう一点、機械警備委託料がふえたこ

とでございますが、こちらにつきまして

は、非常階段の警備も増強するというこ

とで、そちらに赤外線による警備の機器

を入れさせていただいて、経費が約４０

万円ほど増加したものでございます。 

 １４２ページの校務員の委託料につ

いての質問、前後してしまいまして申し

わけございません。こちらにつきまして

は、平成２９年度から３年間の契約で民

間委託を校務員業務にも導入させてい

ただいているものでございます。 

 こちら、小学校が２校、摂津小学校と

鳥飼西小学校、中学校につきましては、

第二中学校のほうで合計３校導入させ

ていただいております。各校に２名配置

をいたしまして、統括責任者として３校

を見るということで１名の方を増員さ

せていただいております。その統括責任
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者が全体の学校を見回る中で、何か困っ

たことがあったり応援ということであ

れば、そのような対応もいたしておると

ころでございます。 

 民間委託への引き継ぎという部分で

は、これまで直営が構築してきたノウハ

ウ等、その部分についてきちっと仕様書

の中で、基本的には、今の直営のサービ

スを当然下回らない、また、プラスアル

ファ、民間のほうからまたご提示いただ

く中で、質を保つということでやらせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教

育課にかかわります質問にご答弁いた

します。 

 まず、１３４ページ、ＯＡ機器管理事

業の通信運搬費についてのセンターサ

ーバーの今後の方向性ですけども、こち

らのセンターサーバーについては、８月

下旬に摂津市役所のサーバーに移管、移

設しております。情報政策課が管理して

いるもので、今後は一括管理を行ってい

くという方向になっております。 

 続きまして、１３８ページ、教育指導

研修事業の内容についてご答弁いたし

ます。 

 まず、講師派遣委託料につきましては、

教育フォーラムを行っておりまして、そ

ちらの手話の派遣です。また、入場料等

につきましては、各学校で行われます校

外学習等の入場料等になっております。

大阪府都市指導主管課長会の負担金に

つきましては、都市指導主管会の負担金

となっております。教育研究負担金につ

きましては、各小学校、教科ごとに研究

会がありまして、その負担金となってお

ります。小学校校長会、小学校教頭会の

負担金につきましても、校長会、教頭会

で各学校で負担するものとなっており

ます。教職員国内研修参加負担金につき

ましては、新任教頭の防火管理者講習等

の負担金となっております。 

 続きまして、学力向上支援事業と学力

向上推進事業の内容について、学力向上

支援事業につきましては、学力向上支援

員は、教員免許のある学力向上支援員を

各中学校に派遣し、子どもたちの学習支

援を行っている事業です。 

 学力向上推進事業につきましては、学

力調査等を活用して、学力向上の取り組

みを行う、ＰＤＣＡサイクルを機能させ

学力定着や学力向上を図るものとなっ

ておりまして、市の独自の学力定着度調

査等もこちらに入っております。 

 その中の、学習指導委託料は、小学校

６年生、中学校１年生を対象に市内の３

会場で行っている年間６０回の算数・数

学の授業を行う摂津ＳＵＮＳＵＮ塾に

ついての内容となっております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、１５４

ページ、青少年指導員の定員及びその配

置につきましてご答弁させていただき

ます。 

 まず、定員でございますが、厳密に定

員というのは設けておりませんが、内規

におきまして、大体これぐらい必要であ

るというものを定めておりまして、そち

らにつきましては、６０名となっており

ます。 

 配置につきましては、各中学校区単位
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で１２名という配置を想定させていた

だいております。 

 続きまして、１５８ページ、図書館関

係の修繕の内容につきましてご答弁さ

せていただきます。 

 まず、市民図書館の修繕でございます

が、大きいものとして２点ございます。

１点目は、市民図書館の空調設備の置き

換えでございます。これは、平成２８年

１２月議会のほうに債務負担行為で上

げさせていただきまして、平成２９年度

当初すぐに工事をさせていただいたも

のでございます。市民図書館にございま

す吸収式冷温水機と呼ばれる空調設備

の取りかえ工事となっております。 

 続きまして、市民図書館の放送機器修

繕工事がございます。こちらは、消防法

に基づきます緊急放送などの機器が老

朽化しており、所定の能力を発揮できな

いということで交換の修繕を行わせて

いただいております。 

 続きまして、鳥飼図書センターの修繕

でございますが、こちらにつきましては、

３階会議室のカーペットがすり切れて、

かなり汚い状態になっているというこ

とで、カーペットの張りかえの修繕を行

わせていただきました。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、まず児童発達

支援事業の件でございますけども、放課

後等デイサービスが主な項目であると

いうふうにお伺いをしました。民間、ま

た、公立があると思いますけども、現状、

希望される方々に対するニーズに公

立・民間含めまして対応ができているの

か、また、もし課題があるとすれば、そ

の内容についてお伺いをしたいという

ふうに思います。 

 次に、民間保育所の入所事業でござい

ますけども、内容については理解できま

した。また、児童数がふえたということ

は、受け入れの器が拡大できたというこ

とで、一定の評価をいたしたいというふ

うに思います。 

 国のほうでも、来年の１０月から消費

税のアップが実施をすることになりま

して、その中の取り組みの一つとして、

消費税の使い道も少子化対策に非常に

力点が置かれております。本市におきま

しても、来年１０月から幼児教育の無償

化が推進されていくことに伴いまして、

育児の需要も変化をしていくと思いま

すけども、本市においてそういう変化に

対してどのように準備をしておられる

のか、また、見通しについて考えてるこ

とがございましたらお尋ねしたいとい

うふうに思います。 

 次に、非常勤職員等任用事業でござい

ますけども、今までなかったストレスチ

ェック等の産業医が配属されたという

ことは、新たに教職に就かれる方々に非

常に大きな力になるのではないかなと

いうふうに思います。 

 これは、どのような方法でこのチェッ

クを行うかということなんですけども、

例えば、本人から申し出て行うのか、学

校単位で訪問するとか、どのような方法

でそのチェックを実施をし、今回も３０

名、高ストレスという方がいらっしゃい

ますけども、後々どのようにフォローし

て、ストレスが少しでも少ない状況で教

壇に立てるのか、その取り組みについて

お伺いをしたいと思います。 
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 次に、ＯＡ機器管理事業でございます

けども、センターサーバーの運用につき

ましては、市庁舎の運用ということで理

解ができました。それに伴って、教育現

場のほうでスムーズに進んでいるのか

どうかについてお尋ねをしたいという

ふうに思います。 

 次に、研修事業でございますけども、

内容、人材育成と特別支援教育について

力を注がれたということで理解をいた

しました。今後も教員がしっかり子ども

たちのために力を発揮できるように要

望したいというふうに思います。 

 次に、教育相談事業でございますが、

心理判定員というのが、名前が統一化を

されて、新たにスタートしたということ

で了解ができました。その相談員の方が

受ける内容というのも、時代とともに変

化をしていると思うんですけども、その

相談内容の状況や相談内容の変化につ

いて、もしおわかりでしたらお知らせい

ただきたいと思います。 

 次に、７点目の施設維持管理事業でご

ざいます。教育センターの庁舎でキュー

ビクルの取りかえとか、平成２９年度で

はないかもわかりませんけども、発生し

てると思います。教員に対してとか、児

童生徒に対してとかいう取り組みは、も

ちろん教育センターとして従来どおり

行われていると思うんですけども、教育

施設に関する今後のファシリティマネ

ジメントも含めまして、市長部局のほう

としっかりすり合わせていただいて、誰

かがきちんとそういう教育施設も見て

いるという体制をしっかり築いていた

だきたいことを要望としたいと思いま

す。 

 次に、８点目の教育指導研修事業でご

ざいます。教育フォーラムなどのさまざ

まな取り組みということで理解ができ

ました。平成２８年度にはあった事業で

今回ない内容としては、自転車の交通安

全教育委託料というのが、今回なくなり

ました。 

 私も先般の一般質問でさせていただ

いたんですけども、中学生に対してスタ

ントマンを活用して交通安全の大切さ

を教えていくという事業、ワンサイクル

回ったということで、今回抜けたと思う

んですけども、今後、中学生の自転車の

交通安全についてどのように取り組ん

でいくのか教えていただきたいという

ふうに思います。 

 次に９点目、学力支援事業、また、推

進事業についてでございます。その中で、

学習プリント活用補助員というのが、導

入されて日がそんなにたってないかと

思うんですけども、その内容と効果につ

いて教えていただきたいというふうに

思います。 

 次に、１０点目の教務用品支給事業で

ございますけども、道徳と、それから、

万一の災害についての対策ということ

で内容が理解されました。使うことがな

いほうがいいと思うんですけども、しっ

かりまたサポートしていただきたいこ

とを要望といたします。 

 １１点目に、小学校の管理運営事業で

ございますけども、学校の校務員、今回、

小学校２校、中学校１校ということでご

ざいますけども、実は、以前にこの校務

員をしておられた方からお話を伺うこ

とがありまして、やっぱり気になります

ので、自分が担当してた学校に行かれた
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そうなんですけども、やっぱり気になる

ところ、ここをきちんとできてるかなと

いうところを見たときに、余り思ったよ

うにできていないとかいう話があって、

非常に残念そうにおっしゃってたこと

がありました。 

 担当の方はそれなりに一生懸命やっ

てくださってると思うんですけども、今

後、この校務員の委託を拡大していくと

すれば、例えば、管理職の方も人事異動

でかわりました、その瞬間に委託になり

ましたとなると、細かい引き継ぎという

のがうまくできないわけなんですけど

も、その点、どのように引き継ぎをして

いくことを考えておられるのか教えて

いただきたいというふうに思います。 

 １２点目の中学校施設運営事業でご

ざいますけども、光熱水費については、

気候変動等ということで了解をし、また、

警備についても、警備の範囲が広がった

ということで理解をいたしました。一般

家庭でも最近、ガス会社が電気の供給を

行ったりとかして、節約できる方法とい

うのが幾つかあると思うんですけども、

教育委員会として工夫をして、そういう

節約ができる取り組みについて、何か目

指しているものがあれば教えていただ

きたいというふうに思います。 

 次に、１３点目の学童保育事業でござ

います。実際、各種定員について不足し

ているところがあるということでござ

いますけども、今いらっしゃる方で、し

っかり事故がないように取り組んでお

られることと思います。 

 今回、民営化をしていくとか、そうい

う取り組みもありましたけども、一部、

社会福祉法人にという声も上がってお

りますけども、今後、市民のニーズと、

それから安全性の確保のバランスにつ

いて、どういうふうに考えて取り組まれ

るのかお伺いをしたいと思います。 

 １４点目の青少年指導員の件でござ

います。定員、規定としては６０名のと

ころ、今、４８名ということでございま

す。先日も市民体育祭がございまして、

私も、私ごとながら、そのスタッフの一

員として体育祭の運営に当たらせてい

ただいておるんですけども、年々、青少

年育成団体に所属してる方、この青少年

指導員もそうなんですけど、少しずつ少

なくなってるような気がします。 

 それで、今後、本市で目指す共助とい

う部分のこの青少年指導員の確保、また

維持につきまして、何か工夫しておられ

ることがあればお聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、１５点目の図書館に関する内容

です。修繕料の内容については理解がで

きました。たしか、市民図書館は、一番

暑いときにエアコンが壊れたような記

憶がございます。そういった意味で、建

物もそうなんですけども、そういう備品、

施設の管理につきまして、例えば、この

エアコンはもう来年で１０年になりま

すよとか、そういうスケジュール的な管

理ですね、備品ごとにどのように考えて

おられるのかについてお尋ねをしたい

と思います。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、児童発

達支援事業でございます。現在、放課後

等デイサービスのサービス事業所とし
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ましては、市内に１４か所の事業所がご

ざいます。当時、この事業が始まったの

が平成２４年度でございまして、全体の

通所サービス事業の費用としまして、全

体の３割だったんですけども、今年度、

先ほど申しましたように、平成２９年度

は７割ということになっておりまして、

平成３０年度もこの放課後等デイサー

ビスにつきましては、増加傾向にあると

ころでございます。 

 ですので、課題としましては、やはり

その事業所の受け入れ先のところが問

題になってこようかと思います。現在で

も、市内の事業所でかなり定員いっぱい

になってるところもございまして、近隣

他市のほうの事業所にお願いをして、サ

ービス提供も行っているところであり

ますので、今後もそういうところを中心

に、サービスの提供をしっかりできるよ

うに取り組んでまいりたいというふう

に考えております。 

 それと、学童の件でございます。まず、

委託の事業者等なんですけども、これま

で保護者説明会でありますとか、子ど

も・子育て会議、いろいろと関係団体の

ほうとお話をさせていただいたり、事業

所、関係のところからもいろいろと話を

聞いてきた中で、今後、学童を委託する

に当たって、どういう事業所がふさわし

いのか、現在は、これまでに保育所、幼

稚園、また、学童事業の経験のある事業

所というところで取り進んでおります

が、そういうところもしっかりと検討し

て、事業所のほうを決めていきたいとい

うふうに考えております。 

 それと、安全性の確保ということでご

ざいます。常日ごろ、安定的な安全性を

確保した事業運営に向けて、現在も取り

組んでおります。平成２９年４月１日の

指導員の不足の数としましては、先ほど

申しました人数加配としまして１０人、

支援児加配として１３人、平成３０年度

が、人数加配が１１人と支援児加配が１

７人と、若干、指導員の不足のほうが広

がってる状況でございます。 

 なかなか人手、指導員の確保、これま

でもハローワークでありますとか、民間

の就職雑誌、いろいろと、また、今年度

は毎月採用試験をするなど、いろいろと

取り組んでおるところでございますけ

ども、なかなか人員確保が困難な状況で

もありますので、やはり安定的な学童運

営をしていくためには、また、あわせて

保護者のニーズ、そちらのほうにこたえ

ていくためにも、民間の力をおかりして

進めていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、教

育・保育の無償化の影響等についてとい

うことでお答えいたします。 

 来年の１０月から実施を予定されて

いるわけなんですけれども、その影響に

つきましては、子育て支援サービスのニ

ーズの変化が大きいのではないかとい

うところで危惧しているところです。 

 今年度、次期子ども・子育て支援事業

計画の策定に向けて、ニーズ調査を実施

していきます。現在、その調査項目につ

いて検討中でございまして、その中で、

無償化に関する質問、ニーズの変化につ

いても質問項目として加えていく予定

でございます。このニーズ調査の中でし
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っかりとニーズのほう、とらえていって、

次の計画に反映させていきたいという

ふうに考えております。 

 また、影響という意味では、無償化に

よる市町村の財源負担というのも出て

こようかと思っております。まだ国のほ

うから詳細のほうはおりてきておりま

せんが、今後の国の動きに注視しまして、

しっかりと対応していきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 それでは、ストレ

スチェック制度がどのように実施され

てるかといった内容のご質問にお答え

いたします。 

 こちらにつきましては、現在、公立学

校共済組合のシステムを利用させてい

ただいておりまして、まず、利用対象者

である教職員の方にストレスチェック

用のＩＤとパスワードを圧着はがきに

おきまして配布のほう、教育委員会経由

でさせていただいております。そちらを

確認いただきまして、インターネットを

介して、指定された期間内にこのストレ

スチェックを受検していただいており

ます。 

 システム上で利用者の方がご自身の

ストレス状態の判定結果、医師からのア

ドバイス等が表示されるシステムとな

っております。 

 それを、また産業医が面談指導の要否

を判定させていただきまして、最終的に

面接指導の希望の申し込みが本人から

あった場合に調整を行い面談を実施し

ているということでございます。 

 平成２９年度で申しますと、お一人の

方から面談の希望、高ストレスの判定の

方からの申し出がございまして、現在、

その方の授業の持ち時間の軽減等を図

る中で、配慮させていただいているとこ

ろでございます。 

 次に、校務員委託に係るご質問でござ

いますけれども、現在、先ほど申しまし

た仕様書に基本的には基づいた形で実

施していただいておりますけれども、先

ほどおっしゃっていただいております

ように、管理職が異動されるとか、また、

中には、その従事者の中で異動等される

場合もございます。 

 その中で、我々といたしましては、基

本的には申しております仕様書に基づ

いてきっちりとなされているか、引き継

ぎのほうも、事務局、また責任者、統括

責任者もおりますので、そこでスムーズ

に不備がないような形で行っていると

ころでございます。 

 今年度、委託検証という形で、学校管

理職にもヒアリングも実施させていた

だいておりまして、実施している中では、

特に大きな支障が生じているというこ

とはないということではございますが、

おっしゃっていただいてるように、ＯＢ

が、これまでの経験していただいた中か

ら、そのようなお声があったということ

でございますので、また、事務局からも

統括責任者、業者のほうにアプローチし

て、不備がないように努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、光熱水費についてのご質問でご

ざいます。先ほど申しておりますように、

気候の変動によって増減といったこと

は年度によってございます。我々といた

しましては、水であれば節水に努めると
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か、無駄な使用がないようにといったよ

うなことであったり、例えば、電気の消

し忘れがないかとか、そのようなことは

学校の中でも先生方通じてチェック等

もしていただいているところではござ

います。 

 今後もそのような注意喚起を図りな

がら、一方で、夏場、熱中症等の不安も

ございますので、その辺は適切にエアコ

ン等の使用に努めていただくというこ

とで、学校にも注意喚起を図っていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 教育相談にかか

わりますご質問にご答弁申し上げます。 

 まず、教育相談の内容でございますが、 

教育センターでは、主なものとして、不

登校、それから、心に関することでござ

います。小学校のカウンセラーが主に受

けている内容は、心に関すること、発達

に関することが多い相談内容でござい

ます。 

 心に関することと申しますのは、何か

わからないけれどもやる気が出ないな

ど、はっきりまだしないような状況です

が、ちょっと困ったような状況がある相

談というような内容になっております。 

 これらの相談が多くなってきていま

すのは、学校での不登校に対する未然防

止、早期対応の取り組みが進んでいるこ

とから、早いうちにカウンセラーにつな

がっているケースが多いというふうな

状況があると考えています。 

 また、相談を受けている中の変化でご

ざいますが、これまでは、子どもに内緒

で親だけが相談を受けるというような

ケースが多かったんですが、最近は、親

子で並行的に同時に面接を受けるなど、

解決につながりやすい方向で、保護者の

相談に対する理解や受容が進んでいる

ような状況にあるというふうにとらえ

ております。 

 スクールカウンセラー、小学校スクー

ルカウンセラーの相談件数が非常にこ

の２年、右肩上がりでふえておりまして、

これも早期の対応が学校で進んでいる

結果だと思っております。 

 教育センターの相談は、現在の職員体

制ではいっぱいいっぱいのところで、対

応しておりますが、申込件数は非常に多

いような状況となっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、まず、

教育指導研修事業の中の自転車交通安

全教室開催委託料について、なくなった

後の方向性についてということでご答

弁申し上げます。こちらの事業は、平成

２８年度の第三中学校の実施が最後で

終了しておりますが、昨年度、第三中学

校で摂津警察と連携し、バーチャルリア

リティーを活用しての交通安全教室を

実施し、そこで事故の怖さを体験するこ

となどを実施しております。今後もそう

いう形がとれないかどうかについて協

議をしてまいりたいと考えております。 

 済みません、前後しました。１３４ペ

ージのＯＡ機器管理事業について、セン

ターサーバーの移行した後、教育現場で

はスムーズに行われているかというこ

とについてご答弁いたします。 

 この８月下旬にセンターサーバーに

移管しました。その時期をあわせまして、
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各学校でパソコンと校務支援システム

を新しいものに変えて導入しておりま

す。初期設定などがございますので、ど

うしても初期段階では設定の戸惑い等

がございましたが、現在ではスムーズに

活用されていると、業務改善にも活用さ

れていると把握しております。 

 最後に、１３８ページ、学習プリント

採点等の補助員の事業の内容と成果に

ついてですが、こちらは学習教材データ

ベース委託事業と連携し、データベース

を導入した各市内の小学校３校にこの

採点補助員を配置しております。そのデ

ータベース教材の印刷、もしくは採点等

を行っておりました。 

 各学校では、子どもの学習量がふえ、

家庭学習の充実が図られるなどの成果

がございました。 

 こちらの事業ですが、平成３０年度、

今年度より働き方改革の方向性もあり

まして、業務改善の主旨も含めて、スク

ールサポーターとして授業の準備とか

プリントの印刷などを行う形に発展的

解消させていただいております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、青少年

指導員の確保につきまして、どういった

工夫をしているのかということについ

てご答弁させていただきます。 

 先ほど、三好委員のご質問にもござい

ましたが、最終的には公募などをして、

人員の確保に努めたいと考えておりま

すが、現時点におきましては、各校区に

おきまして、地元で活動していただける

ような方にお声かけをさせていただき、

青少年指導員として委嘱させていただ

くという形になっております。 

 そういった中で、やはり青少年指導員

人員の確保に苦労しておりまして、その

要因といたしましては、やはり、何とな

くしんどそうであるとか、もしくは、何

を、どういう活動をしているのかよくわ

からないといった声があるのかなとい

うふうに考えております。 

 そのために、青少年指導員におきまし

ては、その活動の啓発活動を主にしてお

ります。内容といたしましては、市広報

誌での活動報告でありましたり、また、

摂津まつりやこどもフェスティバル、も

しくは、成人祭の二部、青春フリータイ

ムですね、そちらのほうでブースを出し

て、青少年指導員の活動につきまして、

いろいろな啓発活動を行わせていただ

いております。 

 そういった地道な活動に基づきまし

て、青少年指導員の活動を理解していた

だき、なってみたいなと思えるような方

を多く出していただけたらなというふ

うに考えております。 

 続きまして、市民図書館の空調機器の

修繕計画等につきましてのご答弁をさ

せていただきます。 

 空調機器等の修繕につきましては、そ

れぞれの機器の耐用年数に基づきまし

て、修繕計画を立てて、各年次ごとに修

繕を行います。また、毎年、定期点検を

行いまして、その点検の結果等を勘案し

て、各年度、どういった修繕を行うかと

いうことを実施しております。 

 ただし、今回の市民図書館の空調につ

きましては、耐用年数前に故障しており

まして、我々としてもちょっと想定外な

ことになっておりました。 
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 理由といたしましては、空調設置時と

比較いたしまして、夏場の気温が上昇し

ていること、また、熱中症の対応という

ことで早目の空調稼働、また、遅くまで

稼働させるという空調の稼働期間が長

期化しているということで、空調機に対

して非常に負荷がかかったということ

で、耐用年数より前にちょっと故障して

しまったという形になっております。 

 今後につきましても、適正な修繕計画

を立て、市民の皆様にご迷惑がかからな

いような形で修繕していきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 まず１点目の児童発達

支援事業でございますけども、ご答弁に

ありましたように、人数のほうもかなり

多いということでございます。好ましい

ことではないんですけども、やっぱり発

達児童にかかわる、求められるものも今、

時代的にふえてきておりますし、どうす

ることが一番いいのかということを現

場からもしっかりと意見を聞いていた

だいたり、また、事業所とも連携を深め

ていただいて、ニーズにしっかりこたえ

ていけるような体制づくりをさらにお

願いしたいということを要望としたい

と思います。 

 ２点目の民間保育所入所承諾事業で

ございますけども、今後、アンケートと

いうか調査を行うということで進んで

おられるようでございます。今まで預け

てなかった親御さんがお預けをされた

りとか、幼保園に行っている、幼稚園に

行っているお子さんが保育園に転校さ

れたりとか、そういうことも予想をされ

るわけです。いきなり保育施設をつくる

というのはなかなか難しいことかもわ

かりませんけども、今いらっしゃる事業

所ともしっかり連携していただいて、そ

ういう市民のニーズにこたえるように

取り組んでいただきたいなというふう

に思います。 

 今、我々が保育している子どもたちが

いずれ我々を支えるような、そういう世

代になっていくわけであって、極端な話

をすると、山に木を植えるような取り組

みであるかもわかりませんけども、非常

に日本の国にとっても本市にとっても

重要な課題であると思いますので、１０

月になってから実情を見てこうしまし

ょうというんじゃなくて、その前からし

っかりニーズとできることを行ってい

くということで、より努力していただき

たいことを要望とします。 

 ３点目の非常勤職員等任用事業でご

ざいますけども、ストレスチェックとい

うことで、ＩＤが書かれたはがきを受け

ていただいて、自分で自己チェックをす

るということでございます。先ほど答弁

で、５４２名中２４９名が受けられたと

いうのは、今、答弁していただいたネッ

ト上のチェックを受けられた方の人数

をおっしゃってるのかどうか、この点に

ついて、済みません、お聞かせください。 

 あと、４点目のＯＡ機器管理事業のセ

ンターサーバーの件でございます。パソ

コンのリプレイスとかに合わせてとい

うことで、大変な面もあったと思います

けども、以前にもお願いしました、この

以前使っていましたパソコンをリユー

スして、ネット接続が仮にできなくても、

現場で使えるようなパソコンにしてい
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ただきたいという要望をさせてもらっ

たんですけども、その点について進捗が

あれば教えていただきたいと思います。 

 それから、６点目の教育相談事業でご

ざいますけども、相談内容も各種人材が

現場に入っていただく中でふえてきて、

ある意味でいい方向に向かっているか

なというふうな気がします。以前、本会

議でもご要望しましたＳＮＳに対する

取り組みについても、大分、各市町村で

進んでおりますので、具体的に実行して

いけるように要望いたしたいと思いま

す。 

 それから、８点目の教育指導研修です。

自転車の安全教室でございますけども、

昨今、中高生の自転車事故による補償問

題も大きくなっておりますし、バーチャ

ルリアリティーの導入とかもあります

けども、きちっとそういう本市の小・中

学生の自転車安全に関するカリキュラ

ムを教育委員会の中でもとっていただ

いて、スタントマンが終わった次はこう

しましょうと、これをどういう年次計画

で進めていくのか、そういう具体的な対

策を持って取り組んでいただきたいこ

とを要望といたします。 

 次に、９点目の学力向上に関する内容

でございますけども、教材データベース

を通じて、学習プリントの支援、後方支

援をするということで、これはこれで、

現場の先生方も大きな力になっている

というふうに思います。 

 一番主となる点は、あくまでも子ども 

に向き合う時間をふやすということが

テーマであると思いますので、その点も

含めまして、今後も有効活用できるよう

に展開をしていただきたいことを要望

といたします。 

 続いて、１１点目の校務員の件でござ

いますけども、ことしは特に台風や地震

もありまして、今までとはちょっと様子

が変わっているように思います。そうい

う意味で、例えば今回、小学校でも運動

会が開催をされましたけども、運動場に

ガラス片とか釘とか飛散をしておって、

トラックの中でしか練習ができないと

いうふうな状況もございました。 

 そういう意味で、そういうチェックシ

ートもつくっておられると思うんです

けども、もう一度見直していただいて、

今実施している学校、また、これから実

施をしていく学校について、どういう内

容が一番いいのか、既存の校務員、また

管理職と相談していただいて、有効的な

ものにしていただきたいことを要望と

いたします。 

 次に、１２点目の中学校施設の件です。

ちょっとご答弁になかったんですけど

も、電気・ガスについての節約に対する

工夫ですね、電力会社がガスを供給した

りとか、そういう取り組みがありますが、

本市についてどう考えるのか、もう一度

済みません、お願いします。 

 １３点目の学童保育の事業でござい

ますけども、一面的になかなか難しい面

もあると思いますが、現実、今、夕方５

時半までの保育ということで、今の時代

性から見ると、やはり時間的な、保護者

にとってみると大変な部分もあると思

います。 

 そういう意味で、民間委託というのが

どうしても前に出てくるわけですけど、

あくまでも保護者の方、子どものニーズ

と安全性を考えての取り組みであると
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いうことをしっかり前面に打ち出して

いただいて、そのことが理解してもらえ

るように、さらに努力をしていただきた

いことを要望したいと思います。 

 １４点目の青少年指導員でございま

すけども、なかなか市の働きかけだけで

は難しい部分も多くあると思います。多

くは、人脈で指導員を、言い方悪いです

けど、引っ張ってきていただくというケ

ースがほとんどだと思います。 

 事務報告書とか見ますと、学校で、学

区によったら、一人しかいらっしゃらな

い校区もあるわけですね。そういう意味

で、ＰＴＡや自治会、また、こども会育

成連絡協議会を通して、その活動をよく

理解していただいて、それやったらやっ

てみようという雰囲気づくりをしっか

り生涯学習課としても今後も取り組ん

でいただきたいことを要望します。 

 図書館関係の施設管理でございます

けども、正雀の図書館については、耐用

年数より前に故障してしまったという

お話でありましたけども、その耐用年数

を迎える前の点検方法というのをもう

一回見直していただいて、長寿命化をで

きる方策をしっかり研究して、今後も取

り組んでいただきたいことを要望しま

す。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 それでは、ストレ

スチェック制度についてのご質問でご

ざいます。先ほど申しました利用者の件

数でございますが、平成２９年度、対象

者５２４人に対して２４９人の方が利

用されて、実施率としては４７．５％と

いうことでございます。 

 こちらにつきましては、最終的に実施

期間というものが定められておりまし

て、それが終了して、この公立学校共済

組合を利用されている全ての団体の集

計をした後に報告書として挙がってき

ている数字ということでございます。 

 実施率４７．５％という数字を見ます

と、非常に低いというような見方がござ

います。我々といたしまして、決して強

制することはできないということでは

あるんですけれども、やはり教職員がメ

ンタル不調になることを未然に防ぐと

いったような内容のシステムでござい

ますので、我々としましては、今後も教

職員、校長会、教頭会等も通じまして、

積極的に周知のほうは図ってまいりた

いとは考えております。 

 続きまして、電気・ガス、光熱水費に

ついての節約といった内容のご質問で

ございます。我々といたしましては、決

して無駄遣いといったことはないとい

うふうには考えておりますけれども、学

校現場の中で適切な利用に努めていた

だくように注意喚起等図っております

が、例えば、電力会社等によっては、一

定使用料に達しますと、警告という形で、

これぐらいの使用量になってますよと

いうようなシステムもあるというふう

に聞いております。 

 そのようなシステムが学校現場で導

入が可能なのかどうかも含めて、節約す

るに当たって、研究をしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 河平課長。 
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○河平学校教育課長 ＯＡ機器に関し

て、今まで使っていたパソコンをリユー

スできるのかというか、その進捗状況に

ついてご答弁申し上げます。 

 現在、情報政策課と連携いたしまして、

今までのＯＳとか、その中のものをアン

インストールして、スタンドアローンの

形で有効利用できるのかどうかについ

て協議を進めて検討しているところで

ございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 まず、ストレスチェック

の件でございますけども、実際にＩＤを

入力してやってみられたという方が４

７．５％ということで、約半数なわけで

す。残り半数の方というのは、期間設定

があったことはあると思うんですけど

も、自分は大丈夫かなということで、自

分から能動的に取り組みをしてないと

いう、ある意味で受けとめもできると思

うんですね。 

 どなたがして、どなたがしてないかと

いうのは、内容を確認できると思います

ので、現場の管理職の方、また教育セン

ターから出向をしていらっしゃる方を

通じて、受診をしてないというところを

一つの材料にして、本当にストレスチェ

ックして、そのチェックを受けてる人は、

極端な話をするともう一歩前に進んで

いる方なんで、いいと思うんですけど、

そこらもできてないところの部分につ

いて、しっかり確認をしていただきたい

ことを要望としたいと思います。 

 あと、学校現場のリユースパソコンに

ついてでございますけども、スタンドア

ローンでできるものをしっかりまたそ

れができるようにしていただきたいな

というふうに思います。インターネット

はいいと思うんですけども、せめてプリ

ンターの共有だけでもできるように取

り組んでいただきたいことを要望とし

ます。 

 あとは中学校の光熱水費の件ですけ

ども、決してもったいないからというこ

とでそれを抑えようということではな

いんですけども、いろいろシステム的な

問題、今おっしゃってたのはデマンド管

理のことだと思いますけども、ピーク時

の電力によって電気代というのは決ま

ってくるわけで、その辺、工夫できる点

はしっかり工夫をして、今後も取り組ん

でいただくことを要望として、終わりま

す。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 それでは、次、質疑の

ある方。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、続いて質問させ

ていただきたいと思います。 

 私は文教上下水道常任委員会に出る

のが初めてで、いろいろとまだわからな

いところ、ちょっと基本的な、初歩的な

質問もあるかもしれませんし、また、今

お二人質問されてますので、重なる部分

もありますけれども、ちょっと聞いてい

きたいというふうに思います。 

 最初に、教育総務部の関係、教育総務

課にかかわってですが、決算概要の事業

ごとで聞いていきたいと思います。 

 決算概要の１３２ページ、ここに校務

員共同作業事業というのが８４万２，９

１４円出ています。先ほど来から校務員

の問題が、民間委託された初年度でもあ
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るということで出てますけれども、ここ

の共同作業というふうなことの中身に

ついて、聞いておきたいと思います。 

 次に、１４２ページ、小学校施設改修

事業です。主なものとしては、摂津小学

校の新しい校舎、それから体育館、鳥飼

西小学校の体育館、鳥飼北小学校の体育

館というふうなことで上がってたかと

思うんですけれども、その中の摂津小学

校の体育館なんですが、先日いただいた

摂津市の教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検及び評価報告書、これの

中身を見ていましたら、摂津小学校の体

育館については、外壁にアスベスト材が

含まれてるというふうなことが、工事を

する中でですかね、出てきて、工期内に

やり切ることができなかったというこ

とで、平成３１年度、平成３２年度へ持

ち越しみたいな、そういう記載がありま

した。その点について、詳しくお聞かせ

いただけたらというふうに思います。 

 次に、同じ１４２ページですが、小学

校卒業記念事業で英和辞典ですね、卒業

の際に出されてるということなんです

けれども、ちょっと私も小学校卒業のと

きにたしか英和辞典をいただきました。

中学校に行くと英語の授業が始まるか

ら、小学校と違って中学校になるんだと

いうふうなことでのそういう節目のと

きには、そういうものも子どもにしてみ

たらもらってうれしいものの一つなの

かもしれないんですけれども。 

 この間、ちょっと英語教育が前倒しに

なってる関係がある中で、この英和辞典

というのが小学校の卒業の際の記念品

として妥当なのかどうかですね。そこら

あたり、ちょっと現場の声も踏まえて聞

けたらなというふうに思っております。 

 次に、同じページです。小学校児童医

療費助成制度、これ４６万６，５４０円

の執行です。それから、関連して１４６

ページには中学校生徒医療費助成事業

ということで、こちらは２万５６円の支

出になってるんですけれども、それぞれ

この医療費助成がどういうときに使わ

れるのか。それから予算の立て方と、今

回執行率が小学校の場合は７０．１％、

中学校に至っては１５．１％というふう

なことになってるので、そこらあたりの

ところを聞いておきたいというふうに

思います。 

 次、５点目になりますが、小学校の給

食事業です。小学校給食については、民

間委託が今１０校のうちの５校がやら

れてますが、５校目の千里丘小学校がこ

の平成２９年度からやられています。来

年度、次、また業務委託の更新になって

くるかというふうに思うんですけれど

も、この機なんで聞いておきたいんです

けれども、事務報告書を見てましたら、

その事務報告書の２８７ページに、調理

業務委託検証会議というのがやられて

る記載があるんです。味舌小学校以外の

４校では、昨年それぞれやられてるんで

すけれども、味舌小学校だけが載ってな

いので、何でかなというふうに思いまし

て、その前の年の事務報告書も見ました

けれども、前の年も味舌小学校がやられ

てないというふうなことがあって、ちょ

っとその辺、経過といきさつを聞いてお

きたいというふうに思います。 

 それから、決算概要の１４８ページ、

６番目の質問になりますけれども、今度

は中学校給食事業です。これはデリバリ
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ー選択制実施から３年目で、今年度から

次の業者のほうに引き継ぎされました

けれども、そういった年でありました。

高槻給食というのが以前はこの年まで

はやられてて、この年で撤退というふう

なことになるんですけれども、三好委員

からも質問があってやりとりありまし

たけれども、延べの喫食数ですね。事務

報告書で見ましたら２万３００食とい

うふうなことで数字が出てるんですね。

括弧で、そのうち教職員が５，９９９食

というようなことで載っているんです。

おおよそ３割が教職員が利用している

というふうなことになってて、これでは

なというふうなことは表を見ながら感

じていたんですけれども。 

 いろいろと喫食率を上げるために工

夫もされたというようなことを答弁が

されてたんですけれども、その中の一つ

に乗り入れ給食というのがあったかと

思うんです。次に中学校に上がる際に、

小６の子どもに試食してもらうという

ふうなこと。まず第二中学校がやってま

す。ただ、喫食率が一番低い第四中学校

というのを何でやらなかったのかなと

いうふうなことを思いまして、今年度は

第五中学校をやることになってるんで

すけども、そこらあたりの喫食率を上げ

ようというふうな努力の中で空回りし

てないかなというふうなことを最初に

聞いておきたいと思います。 

 次に、子育て支援課のほうに幾つか質

問しておきたいというふうに思うんで

すが、決算概要のほうでページ８４、家

庭児童相談室運営事業が２，４４２万６，

６５５円ということで出ています。中身

を見てみましたら、主なものとしては非

常勤職員等の賃金で１，０６６万円、そ

れから親子教室運営委託料が１，２５０

万円というふうなことで上がってるん

ですけれども、家庭児童相談室の中で虐

待対応が本庁に移ったのはこの年なの

かなというふうに感じるんですけれど

も、その中でのこの体制がどういうふう

になっているのか、その点についてお聞

かせいただきたいというふうに思いま

す。虐待対応の分が本庁に来て、残った

部分の体制というか、そういったところ

でお聞かせいただきたいというふうに

思います。 

 それから、同じページになりますが、

児童発達支援事業を、先ほど水谷委員の

ほうからも質問があった、放課後等デイ

サービスの状況についてです。これは事

務報告で２９７ページのところで載っ

てて、見させてもらって、やっぱり年々

利用がふえていってる、利用者のニーズ

もあると思うんですけれども、このサー

ビスが開始されたのは、先ほども平成２

４年度とおっしゃってたと思うんです

ね。それ以前というのは、放課後、障害

のある子どもたちといったら鳥飼のつ

くし園のところですね。そこぐらいしか

なかなか行き先がなかったのが、行く場

がふえたというふうなことはいいこと

だというふうには思ってるんですけれ

ども、そこの事業所の状況とか実態把握

とか、そういったことというのはちゃん

とされてるのかな、どうかなというのが

常々気になってます。 

 例えば介護保険とかだったら事業者

連絡会なんかもあるし、そこに市として

かかわってる部分があるかというふう

に思いますし、障害福祉のサービスでも、
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主に社会福祉法人を立ち上げてやって

るところに市の指導とかも行ってると

思うんですけれども、ここの障害福祉の

点でいったら、私も民生常任委員会では、

児童の分は別ですよというふうなこと

で外される中で、どうなってるんかなと

いうようなことが気になる部分ではあ

るんです。 

 利用者がこれだけふえてる中ですか

ら、やっぱり市としてもそこのところに

きっちりとかかわりを持っていかない

といけないんじゃないのかなというふ

うなことがありますので、その点、お聞

かせいただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、８８ページです。子ども医療費

助成事業、この年度は２億９，１２８万

８，７５７円というふうなことになって

るんですが、不用額で４，０９６万８，

２４３円というふうな数字も出ていま

す。 

 それで、事務報告を見ていて驚いたの

が、入院時食事療養費というふうなこと

で、その前の年からですけれども、対象

は非課税世帯に限るというふうなこと

になってますけれども、そこの利用が５

月以降ゼロ件になってます。非課税世帯

の方たち、そんなにいてないもんなんだ

ろうかというふうなことで、これも前の

年の事務報告を見てるんですけども、前

の年はそれなりに利用されてるんです

が、ここの利用がこれだけ少ない数にな

ってるというのを承知やと思うんです

けれども、その辺、どのように見ておら

れるのか、聞いておきたいというふうに

思います。 

 それから、あわせて９０ページのとこ

ろにはひとり親家庭医療費助成事業が

あります。こちらが６，７７９万２，３

９０円ということで、こちらのほうも入

院時食事療養費が気になったので見て

みましたら、去年と比べると少ないです

けども、やっぱり使われてて、大体平均

して１件当たり１万円ほどのそういう

額になっているんですが、そことの違い

ですね。この点、聞いておきたいという

ふうに思います。 

 次、１１番目になりますが、１４２ペ

ージで、小学校就学援助事業ということ

で４，１８６万９，５８３円となってま

す。こちらも三好委員のほうから質問が

あって、そこで中身についてはお答えも

いただいてるんですけれども、中学校の

入学準備金が年度末支給で行われてい

る分、前年度より上がっているというこ

とですが、議事録とか見てましたら、１

０月補正のところで９８６万円上乗せ

になってるんですよね。それで、今年度

から中学に上がる子どもについては昨

年の年度末に、この年度の年度末に入学

準備金をいただいて、中学校に上がって

いくというふうなことになりました。 

 ただ、小学校のほうがまだ課題がある

ということで、小学校の子どもについて

は１年生になってから、入学した後で、

大体支給の時期は８月ごろになるんで

すかね、そういったことやったかという

ふうに思うんですけれども、そこらあた

り、小学校も入学前に支給するべきじゃ

ないのかなというふうに思ってますが、

そこら課題としてどのように検討され

ているのか、お聞きしておきたいと思い

ます。 

 次に、１２番目です。決算概要の１５
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２ページです。学童保育事業で１億６，

３０２万１，９２８円ということです。

学童保育にかかわっては、この間、ここ

の委員会の中ではいろいろと民間委託

に向けてみたいな話がされてたかとい

うふうに思うんです。先ほど来から指導

員の人員の問題や、また加配のこと、配

置のこと、質問と答弁とがあったのです

けれども、そんな中で、私は何も民間委

託に必ずしも移行しなければサービス

が向上できなくはないんじゃないのか

なというふうに思ってますが、延長保育

と、それから将来的な土曜日開所と、こ

ういったことは今の体制では無理とい

うふうなことを言われてるわけですよ

ね。 

 今回ちょっとそこのところは置いと

いて、もう一つ、保護者の方たちからと

か上がっている声として、学童保育の改

善に向けてということで、４月時点での

学童保育、入所を希望しているけども入

れない、その待機をどうするかというの

もあるかというふうに思ってます。 

 この間、総計のこれまでの取り組みの

中身とか目標とか書かれてる部分には、

平成３２年には４月の待機はゼロにす

るというふうな、そういう目標も掲げて

おられます。そういうところについては、

民間委託に切りかえるとゼロになるか

といったら、そんなことはないんじゃな

いかというふうに思いますし、具体的に

待機児童をなくすための取り組みとい

うのは考えないといけないかなという

ふうに思うんですが、そこらあたり検討

がなされてるのかどうか、お聞きしたい

と思います。 

 それと、この事業の中の費目で広告料

というのが４万７，５２０円入ってるん

ですけども、広告料って学童保育の中で

何かなというふうに思って見ているの

ですけれども、中身について教えてくだ

さい。 

 次に、生涯学習課にかかわって２点お

聞きしておきたいというふうに思いま

す。 

 一つは決算概要１５６ページ、公民館

施設改修事業で３７２万２，９５４円が

載っています。バリアフリー化に向けて

の具体的な検討を進めていく上で調査

をされてるというふうに思いますが、そ

の調査の中身についてお聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

 それと、この項目の中で、過年度国

庫・府費返還金というのが１５０万円上

がってるんですけれども未執行で終わ

ってるんですが、これどういうことなの

かなというふうなことが気になるので、

お聞かせいただきたいと思います。 

 １４番目、生涯学習課もう一つあって、

文化財保護事業が１０６万８，７１８円

あります。文化財保存等事業補助金６０

万円というのが予算のときに上がって

たかと思うんですけれども、これも未執

行になってるんですが、ちょっと中身を

お聞かせいただけたらと思います。 

 次に、次世代育成部に移っていきます。

学校教育課のほうです。 

 質問は１５点目になりますが、外国語

活動支援事業、決算概要の１３８ページ

にあります。１８８万６４４円という中

に、この年度、英会話の教材として「Ｄ

ＲＥＡＭ」というのが始まってるという

ふうに思うんです。先ほどちょっと紹介

した評価報告書、この中にも１０ページ
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のところにその「ＤＲＥＡＭ」の活用に

ついてということの紹介があるのです

けれども、これを導入する際には、議会

のほうでも、これはいい教材だからみた

いなことで言われてたように思うので

すけれども、私はどういうのか余り把握

しておらなかったんですが。 

 大阪府の公立小学校英語学習６か年

プログラムというふうなことで、それで

括弧して「ＤＲＥＡＭ」という名前がつ

けられてるそうなんですが、６か年プロ

グラムの１年目だったというのがある

もんで、１年生から６年生までが１年目

の教材でこれ授業をされてるんですよ

ね。私もちょっとこれ見てびっくりして

るんですけれども。 

 そんな中で、子どもたちからは、「Ｄ

ＲＥＡＭ」の時間が楽しいのかどうかと

いうふうなことでアンケートの問いに、

１年生の方は、ほぼ９割が楽しいと答え

てるんだけれども、年齢が高くなるにつ

れて、そう思わないというふうな子ども

がふえているわけです。確かにそうだと

いうふうに思うんですよ。６年生の子ど

もに英会話の初歩の初歩みたいなＤＶ

Ｄを見ておもしろいのかと言ったら、ち

ょっとそうも思えないみたいなことに、

年齢に応じてそうなってくるというふ

うに思うのですけれども、この結果を見

て、ちょっと担当をされてる部署として

はどう受けとめるのか。 

 この６か年プログラムというふうな

ことでやり始めたからもう続けてやら

ないといけないというふうな、必ずしも

そうじゃないんじゃないかなというふ

うに私も思いますし、やっぱり子どもた

ちの学習発達状況に応じた教材で適切

な授業をやっていくというふうなこと

が学校としてはやらないといけないと

思いますし、これは正規の学習指導要領

にある授業というわけじゃないですね。

授業ではない、１５分間の学習時間、授

業単元のほかにやってる、そういうもの

でありますから、その点についてどうお

考えになられるか、聞いておきたいとい

うふうに思います。 

 次に、１６番です。学力向上推進事業

ということで、こちら先ほど水谷委員の

ほうから質問もありましたが、私のほう

からは、その中で摂津ＳＵＮＳＵＮ塾に

ついて、ちょっとこれもこの年からやら

れてるというふうなことで聞いておき

たいというふうに思います。具体的には、

３か所で算数の教室をやってるという

ふうなことですよね。そこでの効果です

ね。昨年やってみて今年度は拡充してい

るというようなことになりますけれど

も、ちょっと方向性について聞いておき

たいというふうに思います。 

 それから、１７番目、決算概要１４０

ページになります。教職員人権問題研修

事業というのが９万８，４９６円上がっ

ております。これ事業概要、事務報告書

のほうを見ましたら、研修事業のほうは

たくさんの項目であるんですけれども、

教育支援課のほうでやられている研修

事業、そこと同じような内容のものが掲

載されているんですけれども。このそれ

ぞれで事務報告書のほうには載ってま

すけれども、日にちと、それから参加人

数とが微妙に違うような感じがするん

です。これは別物なのかどうか、教えて

いただけたらというふうに思います。 

 次に、こども教育課のほうに移ります。 
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質問の１８番目、決算概要の８６ページ

で、民間保育所等入所承諾事業が上がっ

ております。この年度の年間を通しての

保育所待機児童の状況ですね。４月当初、

それからその年度末、どういう状況にな

っておるのか、聞いておきたいというふ

うに思います。 

 待機児童解消のためにということで

は、先ほど来から新しい民間保育所をふ

やすためにというふうなことで努力を

されてるというふうなことではありま

すけれども、やっぱりこの年度の中での

この状況について対応できてなかった

というふうなことについてどうお考え

になられるのか、聞いておきたいと思い

ます。 

 １９番目、同じページに民間保育所等

施設整備補助事業というふうなことで

上がっております。ここのところでいう

たら、先ほど言いました具体的な民間保

育所の整備にかかわって動いておられ

たということですけれども、ＫＥＮＴＯ

ひまわり園の整備にかかわっては、先ほ

ども答弁でありましたが、国のほうの補

助金の内示がおくれて、今年度も７月前

半、今に至ってもまだ開所に至ってない

ということは、本当だったら、予定とし

ては、もう既に開所しているはずの分が

やっぱりおくれてますので、そこらあた

りのところで、国がおくれたから仕方が

ないというようなことではないと思う

んですけれども、そこらあたりの手続、

去年１年振り返ってみてどうだったの

かなというふうなことを聞かせてもら

えたらと思います。 

 それから、決算概要８８ページ、保育

所管理運営事業というところで、耐震診

断委託料が出てるというふうに思うん

ですが、２２７万１，６０７円。この中

身について。耐震診断ですから、次は耐

震補強工事のほうに移っていくのかな

と思うんですけれども、そこのところを

詳しく教えてもらえたらと思います。 

 それから、２１番目、これ最後になり

ますけれども、決算概要の１４８ページ、

幼稚園管理運営事業３，７２８万１，５

３８円上がっている中で、通園バスの委

託料というのが１，１６０万円と上がっ

ております。昨年のちょっと議論をいろ

いろと見返している中で、通園バスにつ

いての見直し、そういうのが議論されて

るのかなというふうに思いますが、実態

として、ちょっとこの間の動きを聞いて

おければというふうに思います。 

 以上、お願いいたします。 

○安藤薫委員長 それでは、答弁を求め

ます。 

 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 それでは、弘委員

からのご質問にお答えいたします。 

 まず、決算概要の１３２ページ、校務

員共同作業事業についてのご質問でご

ざいます。こちらの内容ということでご

ざいますけれども、こちらは校務員が共

同して技術の継承、向上を図りながらと

いう形でこれまでやってまいりました。

内容につきましては、例えば樹木の手入

れであったり、害虫駆除、剪定の技術等、

そのような向上を図るための研修と、エ

アコンの点検であったり、フィルターの

交換・清掃作業等もこれまで実施してま

いりました。最近で申しますと、児童生

徒が使います机の天板の再利用をする

ための工程の手順と技術習得というこ
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とでの共同研修を実施しているところ

でございます。 

 続きまして、決算概要１４２ページ、

小学校施設改修事業に係ります摂津小

学校の体育館の工事に係るアスベスト

でのご質問でございます。こちらにつき

ましては、平成２９年の５月３０日付で

環境省から、石綿アスベスト含有仕上げ

塗材の除去等作業における石綿飛散防

止対策といった通知が出されまして、そ

のことを受けまして、屋内運動場改修工

事に係りますアスベスト対策について、

関係課と協議をいたしました。 

 摂津小学校の屋内運動場の外壁改修

や屋上防水、内装、床改修工事をこの平

成２９年度の１学期終了後から開始い

たしまして、９月末までの工期予定で進

める計画でございましたけれども、事前

にこの通知を受けまして、含有調査をい

たしましたところ、外壁に一部、基準値

で申しますと含有率０．１％を少し超え

るアスベストが含まれているというこ

とが判明いたしました。 

 このアスベストの含有仕上げ塗材に

つきましては、これまで吹きつけ工法、

ちょっと専門的になるんですが、吹きつ

け工法による施工がされた場合が明ら

かな場合と、それ以外の例えばローラー

塗り等で施工された場合の取り扱いが

明確になっていなかったということで、

この環境省からの通知によりまして、こ

の施工の方法が吹きつけ工法かどうか

明らかでない場合も吹きつけのアスベ

ストとみなして適切な防止措置を講ず

ることが望ましいといった通知がなさ

れております。 

 我々といたしましては、学校とも協議

いたしまして、１１月以降で学校行事が

入っていることや、１０月末までにこの

アスベストを除去するのは工期的に困

難であるといったこともございました。

また、当時、大阪府の環境管理室や茨木

労働基準監督署等にもこの見解につい

て相談もさせていただいたんですけれ

ども、その時点ではこの除去方法につい

てまだ確立はしていなかったというこ

ともございましたので、このアスベスト

除去については先送りをさせていただ

きまして、先ほど申していただいており

ますように、平成３１年度に再度設計を

行い、平成３２年度に工事を行う予定で

進めております。 

 なお、このアスベストによる周囲の影

響ということにつきましては、外壁の解

体をしない限りは飛散するおそれはな

いと、安全面での問題はないというよう

なことで確認させていただいておりま

す。 

 続きまして、１４２ページ、決算概要

の小学校児童医療費等助成事業、また１

４６ページの中学校同様の医療費等助

成事業についての執行率が低いのでは

ないかといった内容のご質問でござい

ます。 

 こちらの中身につきましては、就学援

助の認定を受けておられる児童生徒の

方が、学校において健康診断を受けてい

ただきまして、例えば結膜炎であったり、

中耳炎、トラコーマ等のいわゆる学校病

と診断され、治療の必要がある場合には、

医療券を使って治療をしていただくと

いうこととなっております。当然、この

医療券を使って治療を行う場合は医療

費が無料になるということではござい
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ますけれども、昨今、子ども医療費助成

制度の充実ということもございまして、

そちらを優先して使っていただいてい

るケースもございますので、利用者が減

っている、執行率が低くなっているとい

うことでございます。 

 続きまして、決算概要１４４ページの

小学校給食事業に係るご質問でござい

ます。民間委託で実施している学校につ

きましては、委託検証会議を実施させて

いただいております。その中で、味舌小

学校がこの委託検証会議の対象に上が

っていないということでご質問いただ

いておりますけれども、味舌小学校につ

きましては、平成２９年度は１１月に大

阪府教育庁のほうで指導者派遣事業と

いったものがございまして、こちらに大

阪府のほうから栄養教諭、また事務局栄

養士、事務局職員も入りまして、この指

導者派遣を受ける形で委託検証を実施

させていただいたということでござい

ます。それ以外の学校につきましては、

従前どおりの委託検証を行っていると

いうことで、民間委託を実施している５

校について、そのような形で全ての学校

で実施させていただいたということで

ございます。 

 なお、それ以前の平成２８年度でござ

いますけれども、委託校が５校にふえて

いっている中で、委託検証会議の委員の

日程調整であったり、なかなか全てを実

施するのは難しいというような意見が

委員会の中でも出まして、隔年で実施す

ることもあったんですが、この平成２９

年度、平成３０年度につきましても全て

の５校において実施する方向で現在進

めさせていただいております。 

 続きまして、決算概要１４８ページの

中学校給食事業に係るご質問でござい

ます。中学校給食、平成３０年度から業

者も変わりまして、先ほどのご質問の中

でもさまざまな改善・工夫のほうをさせ

ていただいております。 

 その中で、乗り入れスクールを実施し、

小学校６年の児童に対して、全員給食を

体験していただいて、中学校に入る前に

こういう選択肢もあるんですよという

ような説明等もさせていただいており

ます。これまで第二中学校、第五中学校

で実施させていただいております。お問

いいただきました第四中学校でなぜで

きなかったのかということでございま

すが、乗り入れスクールのプログラムが

午前中から授業も受けていただく、午後

以降もそのような形で実施していただ

ける学校につきましては、お昼の給食の

時間をとらせていただいております。ま

た、学校によっては午後からの例えばク

ラブ活動を重点的に体験していただく

といったような、学校によってプログラ

ムが異なるということもございました

ので、第四中学校では昨年度実施できな

かったということでございます。 

 今後、その他の学校におきましてもプ

ログラム、なかなか見直すことがすぐに

は難しいかもしれませんけれども、でき

るだけそのような機会を使いまして、喫

食率向上に、実際にこの第二中学校にお

きましては前年実施した入学時の１年

生の喫食率、少し上がっておりますので、

そのような効果も見られると我々とし

ては評価しておりますので、全ての学校

でこの乗り入れスクール等も利用でき

るように、今後検討していきたいと考え
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ております。 

 なお、小学校卒業記念事業につきまし

ては、学校教育に係る内容でもございま

すので、学校教育課のほうから後ほど答

弁させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 木下課長。 

○木下家庭児童相談課長 それでは、家

庭児童相談課に係るご質問にお答えい

たします。 

 虐待対応機能が本庁に移り、残った部

分の体制がどうなっているのかという

ご質問でございます。平成２８年度まで

は家庭児童相談室、現在は課になってお

りますけれども、当時家庭児童相談室は

千里丘の子育て総合支援センターのほ

うで執務をしておりましたけれども、児

童虐待の円滑な対応などを目的として、

平成２９年度からは虐待機能を本庁に

移設いたしました。 

 心理発達相談は従来どおり子育て総

合支援センターで実施しておりまして、

プレイセラピーや発達検査などの業務

を心理士が行い、子育ての支援を行って

おります。 

 決裁文書であるとか、その他事務など

が滞りないようにということで、本庁に

おります役職者が交代で子育て総合支

援センターのほうに出向き、心理士が外

出する際にも本庁に立ち寄るなど、工夫

をいたして不都合の生じないようにし

て、市民サービスの低下を来さないよう

にということで努めているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 湯原課長代理。 

○湯原子育て支援課長代理 子育て支

援課に係ります質問のうち、児童発達支

援事業と小学校の就学援助事業に関し

ます質問にご答弁させていただきます。 

 まず、１点目の通所支援事業の民間事

業所との横の連携の点におきましては、

この通所支援事業につきましては市立

児童発達支援センターが長年のノウハ

ウを持っておりまして、中心的な役割を

果たしております。この児童発達支援セ

ンターにおきまして年に数回、市内の民

間事業所に呼びかけ集まってもらいま

して、事業所連絡会を開催し、情報交換、

連携、質の向上を図っております。 

 続きまして、小学校の就学援助事業に

かかわりまして、新小学１年生への入学

準備金の件でございます。小学校の入学

に係ります新入学学用品費の支給につ

きましては、今年度、平成３０年度から

支給する予定でございます。この９月に

就学児健康診断の案内に同封しまして、

この入学準備金の案内も周知しており

ます。今後、１１月に申請の受付を開始

しまして、２月に支給する予定でござい

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、子ども

医療費助成とひとり親家庭医療費助成

の件でございます。 

 まず、医療費につきましては、先ほど

答弁させていただきましたように、年度

ごとに増減があるものではございます。

その中で、入院時食事療養費につきまし

て、一定こちらのほうで考えておるのが、

医療書の交付対象者の保険種別割合で、

その中身を見てみますと、国保が約２割、
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社保が８割という状況になっておりま

して、その割合の中でさらに非課税世帯

となっておるものですから、もともとの

やはりパイが小さいと、そういうのが一

つの要因ではないかというふうに考え

ております。 

 それに対しまして、ひとり親世帯のほ

うに関しましては、国保と社保の割合が

約半々となっておりますので、そこから

の非課税世帯ということで、その割合の

違いというところから、このような助成

額となっているというふうに一つ要因

と考えておるところでございます。 

 それと、次に学童でございます。現在、

一斉受付を行いまして、その一斉受付期

間に来られた方につきましては、一定、

定員を弾力的に運用しているところで

ございます。その後、新年度に入りまし

て、退室児童が出てきましたら、本来の

定員を下回った時点で入室をしていた

だくというふうなことをやっておりま

すけれども、今後、待機児童対策という

ところで、どういうことができるかとい

うところでございますが、平成３０年度

でありますと摂津小学校のほうで児童

の数が大きくふえまして、学童の入室児

童数もふえたところでございます。 

 それに対しましては、学校のほうに協

力していただきまして、空き教室を一つ

いただいた中で、その教室を利用して一

つの部屋をふやして、三つの部屋から四

つにさせていただくと、そういうことを

やらせていただいておりますので、今後

も待機児童対策としましては、やはり学

校の空き教室、やはりまた新しく学童保

育室を外に新設するということになり

ますと莫大な財源が必要になってきま

すので、できるだけそういうふうな空き

教室等を利用したところで、待機児童の

解消というのを図ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

 もう一点、広告料でございます。こち

らのほうにつきましては、昨年度、指導

員の確保におきまして、民間の就職雑誌

の掲載広告料として執行いたしたとこ

ろでございます。結果、補助指導員を５

人面接しまして、４名の採用となってお

るところでございます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、生涯学

習課に係りますご質問につきまして、ご

答弁させていただきます。 

 まず、決算概要１５６ページ、公民館

のバリアフリー化調査につきましてで

ございます。市立公民館のバリアフリー

対応、特にエレベーターの設置につきま

しては、旧の別府公民館を含めた６公民

館のうち、安威川公民館、千里丘公民館

につきましては対応済み、別府公民館に

つきましては別府コミュニティセンタ

ーへの移行に伴い対応済みとなってお

りますが、新鳥飼、鳥飼東、味生の３公

民館につきましては、対応できていない

状況でございます。 

 それぞれ集会室が２階にございまし

て、その２階へのアクセスが、階段、も

しくはスロープしかなく、健康体操教室

などで集会室を使用するに当たりまし

て、体の不自由な方や階段の昇降が困難

な高齢者の方の利用が難しい状況であ

り、今後、早急なバリアフリー対応が必

要な状況となっております。 

 それらを踏まえまして、平成２９年度
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におきまして、その３公民館のバリアフ

リー対応につきまして、特にエレベータ

ー設置につきまして、法令上の問題、設

置の手法やそのコストにつきまして、今

後のバリアフリー対応の計画の基とす

る調査を行っております。 

 調査結果といたしましては、３公民館

とも技術的、構造的にエレベーター設置

が可能な状況であります。また、設置方

法といたしましても、外にエレベーター

棟を設けるやり方、また建物内のロビー

に設置する方法、もしくは建物内の既存

の部屋をエレベーター室に転用する方

法、これら３案につきまして、それぞれ

コスト、また建物機能の維持等につきま

して検討いたしました。 

 また、それ以外につきましても、各公

民館がバリアフリーにどう対応するべ

きかという観点から、車いす駐車場の設

置や点字ブロックの設置、手すりの設置

や滑りにくい床仕上げでの変更等を検

討させていただきまして、それぞれにつ

きましてどういう対応が必要なのかと

いうことをまとめております。 

 今後につきましては、摂津市全体とし

ての公共施設等総合管理計画及びファ

シリティマネジメントの観点から、施設

の残存寿命や改修・建てかえコスト、建

物のあり方や住民の利用ニーズなどを

勘案しまして、今後のバリアフリー対応

につきまして方針を検討していきたい

というふうに考えております。 

 続きまして、過年度の国庫・府費返還

金の件でございます。こちらにつきまし

ては、旧の別府公民館につきまして、別

府コミュニティセンターの移行に伴い

閉館となっておりますが、こちらにつき

ましては建設時に国庫補助及び府費の

補助がついております。これの残存期間

が６０年となっておりまして、それ以前

に売却する場合におきましては、その国

庫及び府費の返還金が発生することと

なっております。平成２９年度につきま

しては、ちょっと売却は行いませんでし

たので、未執行という形になっておりま

す。 

 続きまして、同じく１５６ページ、文

化財保存等事業補助金につきまして、ご

答弁させていただきます。こちらにつき

ましては、国、府、市の指定文化財につ

きましての補助金でございます。民間が

保有をされている指定文化財につきま

して、その管理や修理、また防災に対す

る工事等につきまして補助対象となっ

ております。 

 現在、民間が保有している摂津市内に

ある指定文化財につきましては２件ご

ざいますが、２件とも府指定文化財とな

っております。平成２９年度につきまし

ては府への補助金申請がございません

でした。こちらの事業補助金につきまし

ては、府指定文化財の場合は、府の補助

金に上乗せする形で市が支出するとい

う性質のものとなっておりまして、府の

補助がなかったために市の補助もない

という形になっております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教

育課にかかわります内容について、ご答

弁申し上げます。 

 まず初めに、１４２ページの教育総務

課の小学校卒業記念事業の英和辞典の

内容について、ご答弁申し上げます。こ
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ちらですが、小学校で始まっております

外国語教育は、中学校の英語の授業の前

倒しではございません。基本的に、小学

校で行うのはゲームや歌などをしなが

ら外国語になれ親しむ内容となってお

ります。新学習指導要領が実施された後

も、単語の意味について調べたり、行う

内容につきましては、中学校の内容とな

っております。 

 続きまして、１３８ページ、外国語活

動支援事業の「ＤＲＥＡＭ」は、年齢に

応じて実施すべきではないかという内

容についてご答弁申し上げます。 

 「ＤＲＥＡＭ」につきましては、こち

らはアルファベットの音や文字のつな

がり等を学んでいく教材でありますの

で、６年間で完結していくプログラムで

す。グレード１から学習を進めていかな

ければこのルールについてわからない

状況になります。導入した他市におきま

しても、同じように６年生でありまして

もグレード１から実施しております。昨

年度、市教委としまして、年度途中にグ

レード２等も配布して、その一定学習を

終えたところに活用の工夫として実施

してよいと、各学校に周知しているとこ

ろでございます。 

 続きまして、学力向上支援事業の摂津

ＳＵＮＳＵＮ塾の効果についてです。こ

の摂津ＳＵＮＳＵＮ塾では、参加者に学

期に一度、アンケートや学力調査等を行

いました。その結果から、小学校は１学

期に比べて３学期で学力は向上してお

ります。中学校は１学期、２学期と向上

しましたが、３学期では少し低下をいた

しました。その要因につきましては、ク

ラスの落ちつきの状況があったかと思

っております。 

 ただ、アンケート調査からもわかりま

すように、家庭学習に係る内容、平日及

び休日の１時間以上学習する児童生徒

の割合については向上しておりますの

で、一定効果があるかと考えております。 

 続きまして、１４０ページの教職員人

権問題研修事業の、事務報告書の内容に

ついて、教育支援課のものと内容が同じ

かどうかについてなのですが、まず内容

については、同じ内容のものです。こち

ら予算は学校教育課のほうの予算とな

っておりますので、３３３ページに記入

させていただいております。教員の研修

という内容であることから、研修の実績

として教育支援課の項にも載せており

ます。 

 日程等が誤りがあるのではないかと

いうことなんですが、済みません、確認

をいたしましたところ、日程につきまし

て、２月２０日が同和教育にかかわる内

容、３月５日が多様な性にかかわる内容

です。こちら参加人数につきましても、

済みません、こちらは人数が３３３ペー

ジには２０名となっておりますが、２月

２０日が１５名、３月５日が２２名で、

教育支援課分で記入されているものが

正しいということです。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こど

も教育課にかかわりますご質問にお答

えいたします。 

 まず、民間保育所入所承諾事業につい

て、年間を通した待機児童の推移という

ご質問でございます。平成２９年４月１

日時点で、厚生労働省定義の待機児童数
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が３４名ということでございました。年

度末、３月１日にはその人数が１７９名

ということでなっておりました。地域的

に見ますと、やはり安威川以北が中心と

なっておりまして、年齢別で見ますとゼ

ロ歳から２歳が中心となっております。 

 この間、我々といたしましても小規模

保育事業の整備を行うとともに、既存施

設の定員増、それから弾力的な受け入れ

をお願いしてきたところでございます。

また、先ほどもございましたが、ＫＥＮ

ＴＯひまわり園の整備、それからさらに

来年４月に定員を倍増して園舎の建て

かえを行う正雀ひかり保育園の整備、こ

ちらについても進めてまいりました。ま

た、来年の４月には小規模保育事業所も

開設する予定であり、さらには夏ごろの

せっつ遊育園の分園、こちらについても

開設の準備をしているところです。 

 なかなか年度途中の待機児童の増加

に対して対応はできていないところな

んですけれども、今後も保育ニーズをし

っかり捉えて、必要に応じて施設の整備

を行ってまいりたいと思っております。 

 次に、民間保育所施設整備補助事業に

ついて、ＫＥＮＴＯひまわり園の開園が

おくれたと、内示もおくれて手続がどう

であったかということであったかと思

います。 

 ＫＥＮＴＯひまわり園につきまして

は、市としましては６月に国のほうに協

議を行いまして、８月に内示をいただけ

るという予定で進んでおりました。予定

どおり、厚生労働省につきましては８月

に内示のほうをいただいておりました

が、先ほども申しましたとおり、文部科

学省分ですね、こちらについては年があ

けて２月の内示になってしまったとい

うことでございます。我々といたしまし

ても、内示を早くいただけるよう、国、

また府に働きかけを行ってまいりまし

たけれども、本市だけでなくて、全国的

にその内示がおくれたという状況でご

ざいます。 

 また、法人ともその間、いろいろ協議

のほうを行っておりまして、内示後すぐ

に着工できるよう、いろいろと調整をし

てきたつもりでございます。内示がおく

れる中で、我々といたしましてはできる

限りの対応を行ってきたつもりでござ

います。 

 次に、保育所管理運営事業の耐震診断

についてでございます。こちらにつきま

しては、平成１８年度に保育所の耐震１

次診断を実施しております。その中で、

基準不足であった鳥飼保育所、それから

平成１８年度、耐震診断、１次診断を実

施したときは対象外の施設でございま

したべふこども園の一部の園舎につい

て、平成２９年度、耐震診断、２次診断

という形で実施いたしました。結果的に

はべふこども園は耐震基準を満たして

いたということでございましたけれど

も、鳥飼保育所については基準不足でご

ざいました。その結果、今年度になりま

して耐震化工事のほうを行いまして、既

に完了しているという状況でございま

す。 

 最後に、幼稚園管理運営事業の通園バ

スの委託料についてでございます。昨年

度ではございますが、就学前施設のあり

方検討部会というのを子ども・子育て会

議の部会として設けまして、いろいろと

議論のほうを行ってまいりました。その
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中で、通園バスにつきましても議論がご

ざいまして、今通園バスは無料で運行の

ほうをしておるんですけれども、やはり

受益者負担という考え方もございます

ので、有償というのを考えるべきではな

いかというようなご意見もいただいた

ところです。 

 しかしながら、この通園バスにつきま

しては、これのみを議論することではな

くて、就学前施設のあり方全体として検

討する必要があるというふうに考えて

おります。今、まだ検討中ということで

ございますので、また方針ができ次第、

お示ししたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 休憩の時間になりま

すが、ちょっと今答弁の中で、人権問題

の数字がちょっと間違いがあったとい

うようなご答弁でありましたので、これ

事務報告書ですので、きちんと精査した

上で、ちょっと訂正が必要だと思います

ので、きちんとした処置をしていただく

ようにお願いをしておきたいと思いま

す。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時 ４分 休憩） 

（午後３時２９分 休憩） 

○安藤薫委員長 それでは、再開します。 

 弘委員。 

○弘豊委員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 質問の１番目、校務員共同作業事業に

ついてなんですけれども、今のお答え聞

きましたら、各校のそれぞれの校務員が

ですね、連携もしながらというか、研修

もしながら取り組まれてる事業という

ふうなことなんですけども、当然、委託

校３校は除くというふうなことになる

んだろうと思うんですけれども、そこら

あたりのところで、やっぱりちょっと横

の連携をせっかくやっているのに、こう

いうのは残念だなというふうに思うわ

けです。 

 校務員の委託自身も、やっぱり、どう

いうのかな。学校の中で子どもを取り巻

くいろんな人の中で、そこで、いろいろ

と委託だからこその制限みたいなんも

あるんじゃないのかなというふうなこ

とがあるというふうに感じています。 

 学校給食でもそうだと思いますしね、

学校給食でも直営の給食調理員だけで

集まられてやってる事業もあるという

ふうに聞いておりますし、そういったこ

とからしたら、全体の教育の中で、ここ

のところに差ができてしまうというふ

うなことについてどうなのかなという

ふうに思うんですけども、ちょっとそこ

ら２回目の答弁でお答えいただけたら

というふうに思います。 

 ２点目、小学校施設改修事業について

です。摂津小学校の体育館についての説

明ですね。先ほど来の説明でよくわかる

んですけれども、ただ、契約金額につい

てですね。その契約をとったときには、

そのことがわかってたのかどうか、それ

から、その工事が平成３１年度また改め

てしないといけないというふうなこと

になりますけれども、そこでまた費用が

発生してくるかと思うんですけれども、

それはまた新たに契約をとり直さなけ

ればいけないのか、今回工事してもらっ

た事業所に依頼することができるのか、

そこらあたりのことを聞いておきたい
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というふうに思います。 

 次に、３番目、小学校の卒業記念品な

んですけれどもね、英和辞典で、これが

妥当なのかどうかということについて

は、率直にはお答えなかったかというふ

うに思うんですけども、大体これは中学

校の授業で使う物だったのかどうか、私

余り使った覚えないなというふうに思

いますし、授業で使うんだったら教材と

して準備せないかんのじゃないのかな

というふうなことも思ったりしますし、

その点について、ちょっとこの英和辞典

についてお答えいただけたらと思いま

す。 

 次に、小学校児童医療費助成事業、そ

れから中学校生徒医療費助成事業です

ね。これお答えいただいてて、あれと思

ったんですが、就学援助の対象になる生

徒ですね。学校の健診で治療が必要な場

合、医療券を発行してて、これは、この

事業、この制度の下で無料で医療を受け

られますよというふうなことなんだけ

れども、一部自己負担金が発生する子ど

も医療のほうを優先して、それでいかれ

てるというふうなことなんだったら、制

度の趣旨が伝わってないのかなという

ふうなことも思いますし、ちょっと予算

組みの時点で、この予算はどういうふう

に出てきててというふうなこともちょ

っと聞いたかと思うんですけども、それ

については、さっきはお答えなかったか

と思うんです。その点、答えてもらえた

らというふうに思います。 

 次に、５番目の小学校給食事業につい

てです。味舌小学校の分が事務報告書に

載ってなかったのは、今言われた大阪府

のほうからの、これは監査ではないんで

すかね。教育庁のほうから、業者とか派

遣されて、委託検証のそういう中身につ

いては、同じようにやられてるのかどう

かについてちょっと気になります。 

 それと、各校の検証をされているわけ

ですけれども、とりわけ鳥飼西、鳥飼北

の二つの学校は、その前の平成２８年度

のときに受けられてた双葉給食が、年度

途中で撤退というか、あれはどうなるん

ですか、契約が保証会社のほうに切りか

わるみたいな、ある意味事件が起こった

中で、その後のその次の年というふうな

ことなのでね、そこらあたり踏まえて、

やっぱりそれぞれの調理業務委託して

る業者、ちゃんと衛生管理なんかもそう

だと思うし、そこで働いてる人の雇用の

状況とか財務会計とか、そんなことも含

めてやっぱりきちんとしたものがチェ

ックできてるのか、そこらあたりについ

てですね、２回目のところでは聞いてお

きたいというふうに思います。 

 ６点目の中学校給食事業です。乗り入

れスクールのときに第四中学校が入ら

なかったというのは、そういうこともあ

るのかなというふうに思うんですけれ

ども、以前に私が一般質問で、この中学

校給食の第四中学校で喫食率が断トツ

というか、ほかと比べてぐっと低いとい

うふうなことを指摘したことあったと

思うんですよ。それから、この事務報告

書を見ても、そんなに状況は変わってな

いなというふうに思います。確かあのと

きお答えされた中には、第四中学校の正

面にはコンビニもあるしみたいな、そん

なことがお答えされたかとも思うんで

すけど、それは違うでしょうというよう

なことで、指摘もしたし、何でなのかと
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いうふうなことをきちんと原因を探っ

てほしいというようなことを要望をし

た記憶があるんですよ。 

 そんな中で、この喫食率がいろんな取

り組みする中でぐっと大きく上がると

いうようなことというのは、そうそうな

いのかなというようなことも感じつつ、

でもやっぱり必要な子どもたちに届い

てないというふうなことだったらば、改

善はしていかないといけないというふ

うに思ってますんでね、そこらあたりの

でき得る改善というのは、ぜひぜひ強く

要望しておきたいというふうに思いま

すし、それと、この教育委員会の出して

る評価報告書の中でも、やっぱりこの中

学校給食については、今年度は新たな業

者に委託というふうなことで契約して

るけれども、やっぱり抜本的に見直しが

必要だなというふうなことはね、この文

書を見たら検討もされていってるよう

に受けとめてるんですけれども、今年度、

新しい事業者に移ってますから、来年、

再来年、その間で、先ほど来三好委員か

らも言われた実態調査のアンケートも

そうだと思うし、どういうニーズがあっ

てというふうなことなんかもそうだし、

きちんと把握して、いうたら第四中学校

でこんなに喫食率が低いというふうな

こともですね、それもやっぱり中身につ

いても検証していただいて、次につなげ

ていっていただきたいというふうに思

いますので、ちょっと取り組みについて

もう少し聞いておきたいというふうに

思います。 

 次に、７点目、子育て支援課のほうで

す。家庭児童相談室運営事業ということ

でお答えいただいてるんですが、くまさ

ん親子教室の運営委託料というような

ことの、以前はこういう形では出てなか

ったと思うんですけども、摂津宥和会に

委託するというようなことになったん

ですかね。予算を見たら平成２９年度か

ら摂津宥和会へ、この事業は委託という

ふうなことで書かれてるのを見たんで

すが、子育て支援センターと児童発達支

援センターと２か所でそれぞれ取り組

んでるというふうに思うんですけど、こ

れの中身ですね。事務報告書を見てると、

それだけではなくて、障害児の相談、そ

れから対応の数がその前の年と比べて

大分減ってるなというふうに思うんで

す。相談に来るようなケースが多いのが

必ずしもいいというわけじゃないです

けども、その年度がですね、ちょうど虐

待対応で本庁にそういった体制をシフ

トした年に障害児のほうの対応につい

ては、何か件数が減ってるように見える

ので、そこらあたりどうなのかなという

ことで２回目の質問で答えていただけ

たらと思います。 

 次に、児童発達支援事業です。放課後

等デイサービスの状況とかを横の連携

で児童発達支援センターのほうで、摂津

宥和会が中心になっていろいろと民間

保育所のほうにも確か発達支援の関係

では巡回支援とか指導とかいうような

ことがあったかと思うんですけれども、

同じような形でやっていただいてるの

かなというふうなことを、さっきの答弁

の中では聞きましたが、そこらあたりの

事業についても委託をされてるという

ふうなことなのか、自主的にやってると

いうことではないと思うんですね。市の

ほうで本来やるべきことなんじゃない
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のかなというふうには思うんですけれ

ども、どういう体制の下やられてるのか

お答えいただけたらと思います。 

 次に、子ども医療費助成事業です。入

院時食事療養費の分がですね、実際使わ

れてないというふうなことの理由で、国

保と社保とそれぞれの割合を示してい

ただいて、確かにひとり親家庭のほうが

国保の世帯が多くて、低所得の方も多く

なるというのは、それはもちろん理解で

きるのですけれども、かといって全然子

ども医療のほうが使われなくなってし

まってるというふうなことがですね、本

当にそうなのかと、何かしら手続上、し

にくくなってはいないんだろうかと調

べてたんですが、以前だったら所得制限

なしだったから子ども医療費助成の対

象になってる方は、この入院時の食事代

の補助も使えてたのが、制度が切りかわ

るタイミングで、病院での窓口負担が要

りますよというふうなこと、それも健康

保険の限度額適用標準負担額減額認定

証、この交付を受けて、これを病院で示

さないと受ける対象にならないよとい

うふうなことになるわけなんですよね。

低所得の方で入院されるときに皆さん

これをちゃんとご存じなのか、どうなの

か。病院のほうもこれが必要ですよとい

うふうなことを対象者に伝えてるのか

どうなのか、そういったことは調査され

たことはおありでしょうか。 

 気になってるのはもう一つ、障害者医

療のほうもことし１０月末でこの入院

時食事療養費というのは廃止になりま

す。非課税とかそういうのも残さずに廃

止というふうなことになるのでね。以前、

民生常任委員会にいるときに、この対象

者、子ども医療やひとり親医療では非課

税世帯は残したじゃないということで、

ただ保健福祉課からは１８歳までの子

どもたちは、子ども医療の制度があるの

で、障害者医療のほうからは出ないけれ

どもそっちのほうで請求したら出ます

ねんという説明があったんですけども、

この実態見てるとね、必ずしもそうかと

いったらそうならないなというふうに

思ってしまう。障害者医療費助成という

のは、本人が低所得だったら受けれると

いう今の制度です。だから、家族に所得

があった場合に受けられないこっちの

子ども医療のほうに移行してしまうこ

とでね、大分除外される人が出てくるん

だなというふうなことを、これを見て感

じてるんです。もう一度この制度につい

てですね、当事者と、それから医療機関

とが制度を理解して周知もされてて、こ

ういう実態なのか、何かしら今問題があ

るんじゃないのか、そこらあたりの点に

ついて、ちょっときょう答えられる範囲

でお答えいただけたらなと思います。 

 今ので９番と１０番と合わせてお願

いします。 

 １１番です。小学校就学援助事業につ

いて、これまで入学準備金が年度をまた

いで、もう支出をしてしまってから何か

月もたって手元にお金がいくというふ

うなことやったんだけれども、それが去

年から改善されてきた。ことしについて

は、小学校入学前の分もやりますよとい

うふうなことで、やはりこれは随分喜ば

れることになるかというふうに思うん

です。 

 以前だったら、課題として就学援助と

いうのは学校に上がってからしか支給
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できなかったんだけども、次年度に向け

ては、小学校入学の方には小学校入学前

から受けれるようにする、そこのところ

はどうクリアしたのかなというような

ことが少し気になるもので、中学校の入

学準備金は小学校の就学援助の中で出

るじゃないですか、小学校の入学準備金

はじゃあどこから出るのかというふう

なことだけ、ちょっと教えていただけま

すでしょうか。お願いします。 

 １２番目です。学童保育事業について

です。先ほどのお答えの中で、４月１日

時点の待機になる子ども、今一斉受け付

けしてるその子どもたちは、年度初めに

は受け入れるように頑張りますよとい

うお答えだったと思うんですけども、実

際問題、ことしでも年度初め９名ですか。

入れてない子どもがいらっしゃるんで

すよね。平成２７年度のときには２７名、

そんなに多く４月１日の待機があった

というふうなことを、これまでの資料見

てたら見受けたんですけれども、それを

平成３２年度にはゼロにするというふ

うな、そんな目標を掲げておられるんで、

それに向けてどんな方法があるんでし

ょうかというように聞いたつもりなの

で、ちょっとそれお答えいただけたらと

思います。 

 それと、広告料の点で、４万７，５２

０円、これ求人広告を出しましたという

ふうなことでしたよね。５名応募があっ

て４名採用がありましたと、いいことで

すよね。何でやってこなかったのかなと

いうふうなことがちょっと不思議に思

うわけですよ。 

 指導員不足でなかなか見つからない

から、だから民間委託みたいなそんな議

論がこの間ちょっとあったような気が

するんですけれどもね。民間はやっぱり

ノウハウがあっていろんなところから

人を募集、探してくる。そんなのがある

けども、市だって教育委員会だってそう

いうことをやったら、決して人が全然集

まってこないということはないのじゃ

ないのかなと、むしろ民間で雇用しても

らうよりも市のほうで、直で雇用しても

らうほうが、普通に考えると待遇として

はいいわけでしょう。民間で安い賃金と

かなかなか不安定な雇用とか、そういっ

たことを蔓延させるような方向には、や

っぱりするべきじゃないというふうに

思うのでね。 

 こういった広告、こういうある意味努

力や工夫、もっともっとしていくことで

委託に頼らないそういう方向でのサー

ビス向上というふうなこともやってい

ただきたいなと、これは要望としておき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 質問１３番目なんですけれども、公民

館の施設改修事業です。バリアフリーに

向けて具体的に取り組まれてるという

ふうに思うんですけれども、ただ先ほど

の答弁の最後で、公共施設等総合管理計

画とかＦＭとか、そういったこともある

ので、そことも相談しながらというとき

に、もうちょっと担当課として主体的に

やるんだという意気込みというか、予算

をとってくるんだというふうな姿勢と

いうのかね、そういうのが要るんじゃな

いのかなと思いまして、これは要望とし

ときますけれども、やっぱり今の公共施

設等総合管理計画とかいうふうなこと

で、いろいろ絵を描いてます。それでい

ったら、全体の枠組みを調整しながら考
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えていく、もちろんそれも大事なんです

けれどもね。そこのところに預けるんじ

ゃなくて、公民館としては、これが必要

なんだというふうなことでやっていこ

うという、そういう意気込みをちょっと

次の予算に向けては発揮してもらえた

らなというふうに思います。これは要望

としときます。 

 １４番の文化財保護事業で、文化財保

存等事業補助金というようなことの内

容についてはわかりました。私は、この

６０万円使って、例えば、私もう文化財

といったら一津屋にある第６集会所か

なと、あそこで何か事業でもやるような、

そういうことも考えておられるんかな

と想像してたもんで、それとは違ったわ

けですよね。 

 今回台風で大分傷んでしまって、第６

集会所の活用についても今後課題やと

は思うんですけれども、ちょっと１点、

春ごろのニュースで、あそこの集会所使

って、全国的な人形劇団が、東京公演の

準備として練習に使われて、人形劇の通

し稽古とかそういうふうなことをやっ

てる風景を記事で見たりしましたもん

で、こういうことに使えるんだというか、

そういった取り組みがあったのを目に

したんで、今後の活用に向けて、なかな

かちょっと今の現状では修繕のほうが

大変になってると、そこが一番の課題と

いうふうになってる中では難しいかも

しれませんけれども、一つそういうふう

なものありますよというふうなことで

紹介しておきたいと思います。 

 １５番のところ、学校教育課にかかわ

ってです。外国語活動支援事業「ＤＲＥ

ＡＭ」ですよね。効果がないということ

は多分ないと思うんですけれどもね。た

だ、やっぱり５、６年生とか高学年やっ

た子どもたちにとって合ってないんじ

ゃないかなということは、私は評価報告

書を見て感じましたし、やっぱりそう感

じてる教職員の方もいるんじゃないで

しょうかね。現場の中で、あれはやらな

ければならないものみたいな扱いなの

か、もっと子どもたちに合った時間の使

い方というようなことがあるんじゃな

いのか、そういう議論はされてはいない

のか、ちょっとその点について２回目で

教えてもらえたらというふうに思いま

す。 

 それと１６番目で、学力向上推進事業

の中の摂津ＳＵＮＳＵＮ塾についてな

んですけれども、これについてもですね、

利用されてる方、お子さんたちについて

一定効果もあるというふうな報告だっ

たかと思います。ただ、この平成２９年

度やったら３クラス、上限７５人ですか

ね。その枠でやられてて、今年度に入っ

て枠をふやして５クラス、１２５人とい

うようなことで、そこでの塾の指導員を

２名配置でやってるみたいなことで、手

厚く取り組むんだなということを見て

とってたんですけども、そういう手厚い

支援が必要だというようなことでやる

んだったら、やっぱり希望する子どもた

ちがみんな入れるような、そういったこ

とも必要なんじゃないのかなというふ

うな気がしています。今、５教室開いて

て、希望者というか応募がどれぐらいあ

ってということを、それもちょっとわか

れば教えていただきたいのと、大体今の

摂津市の子どもたちは、全体の中でどれ

ぐらいの割合で、そういう民間の塾に通
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ってらっしゃるのとか、そういうのをわ

かれば教えていただけたらなというふ

うに思います。 

 １７番目の教職員人権問題研修事業

についてです。これは、教育センターの

教育支援課のほうで把握してる研修一

覧の中にも含まれてるというふうなこ

とですので、そうだったら、学校教育課

の中での研修は教育指導研修事業で網

羅されてるわけですよね。それから、ぽ

っと取ってつけたように人権研修だけ

が、ここで予算が上がってるというなん

が、どうもちょっと違和感があるなとい

うふうに思いますので、もう校外研修と

いうふうなことのところに一くくりに

してしまうほうがですね、事務報告書に

もすっきりと載せれるんじゃないのか

というふうに思うのですが、そこらあた

りはどうでしょうか。一応、答弁を聞い

ておきたいというふうに思います。 

 次に、こども教育課についてです。民

間保育所入所承諾事業について、それか

ら民間保育所施設整備補助事業につい

て、それぞれお答えいただいてるんです

けれども、やっぱり今、待機児童解消と

いうふうなことでは、大変重要な課題で

ね。平成２９年度についていえば、年度

当初が３４名、年度の中でどんどんふえ

ていって３月１日には１７９名、これも

文部科学省の定義でさえこれだけの子

どもたちがあふれてる状態ですよね。ま

た、定員の弾力化というふうなことの中

で、保育所に行ってる子どもたちも本来

の定員からは、ぐんと割り増ししたとい

うことからいったら、今度のＫＥＮＴＯ

ひまわり園、それから正雀ひかり保育園

がオープンしても、年度途中からは、や

っぱり弾力化の中で、どんどんと本来定

員よりも多くの子どもたちで年度末に

はあふれてくる子どもたちが出てくる

というようなことも想像できると思う

んでね、そこらあたりについては、民間

任せだけでは私はやっぱりあかんと思

うんです。 

 これ平成２９年第１回定例会のとき

に、私、代表質問でね、保育所問題につ

いてちょっと強調したつもりなんです。

茨木市や高槻市では公立で、いわゆる柔

軟に子どもたちを受け入れるようなそ

ういうふうな取り組みをやられてるじ

ゃないですか。それは、民間にお願いす

るだけじゃなくて、市としても公立でも

やっぱり努力せないかんという姿勢の

あらわれなんじゃないのかなと私は思

っています。 

 特にこれから保育所の保育士、公立の

保育士の状況なんかについていったら、

もうどんどんと退職者が出ていって、な

かなか難しい状況になってるのかもし

れないけれども、この年やったら、まだ

正雀ひかり保育園を民間に移して間も

ないときだから、工夫のしようがあった

んじゃないのかなと思うんですよ。 

 それとあわせて、年度途中、予想して

たＫＥＮＴＯひまわり園が、内示がおく

れていつ内示が出るのかわからないと

いう事態やった、そのときにやっぱり何

かしらの努力して待機児童を少しでも

減らしていこうというふうな、そういう

ふうな方向に動けなかったのかなとい

うことがね、残念でなりません。 

 そういった意味では、今後確かに、二

つの民間保育園でちょっと大きく定員

がふえますけれども、そこ任せにしてて
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いいんだろうか、そこのところについて

ちょっと姿勢を聞かせてもらえたらと

いうふうに思います。 

 ２０番目です。保育所管理運営事業の

ところで、耐震診断の委託料、ちょっと

聞いてて鳥飼保育所、べふこども園とい

うふうなのが上がりましたが、べふこど

も園についていったら、まだオープンし

て１０年たってないですかね。古い幼稚

園の校舎があるのかなというふうに思

うんですけれども、あれも含めて保育所

というふうなことになるんでしょうか

ね。ちょっとそこら、今どんな状況なの

か、もう少し診断しましたよと。ことし

は大きな地震もありました中で、そこら

あたりちょっと被害が出てないのか、そ

れと今後どうしていくのかについても

う一度お聞かせいただけたらと思いま

す。 

 最後、２１番の幼稚園の通園バスのこ

とですけれども、これまでやっぱり公立

の幼稚園がどんどんと数が減っていっ

て通園区が広がっていってというふう

なこともあって、やっぱりバスがないと

通えない子どもたちも一定数いるんだ

ろうと思っております。私が子どものこ

ろも確か、せっつ幼稚園、通園バスが走

ってですね、ただ私のときは子どもが多

かった時期ですから、乗れる人数が決ま

ってますよね。だから遠い子どもたちか

ら順番に乗せていくみたいなことで、私

の家からだと姉はバスに乗っていって

たけれども私は何か歩いていってたな

というふうな、そんな記憶もあったりし

てて、やっぱりバスは一定必要だという

ふうに思うんですよ。 

 今後の検討は、やられていくと思うん

ですけれども、ちょっと慎重な議論を進

めていってもらえたらというふうにも

思います。これはもう要望にしときます。 

 以上、２回目です。 

○安藤薫委員長 答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 それでは、弘委員

からの２回目のご質問にお答えいたし

ます。 

 まず、校務員共同作業についてのご質

問でございます。先ほど、ご紹介させて

いただきました共同作業の中身につき

ましては、現在、直営の職員が中心的に

やっている研修内容でございますけれ

ども、例えば、共同で、この事業とは異

なるんですけれども、共通する人権研修

であったりメンタル研修、腰痛予防等研

修を実施させていただいております。 

 業者の中では、当然専門技術、人によ

って電気の資格を持っておられるとか

溶接の技術、樹木剪定等がこれまでの経

験の中でやっていただいているといっ

たこともありますので、業者の中でその

ような専門能力の向上を図っていただ

いているというふうに、私どもとしては

理解しておりますけども、今後、直営が

これまで築いてきました技術・ノウハウ

等については、退職等も続いてまいりま

すので、委託を今後検討していく中でそ

のような技術の継承がおろそかになら

ないように、我々としては考えてまいり

たいと思っております。 

 続きまして、摂津小学校の体育館のア

スベストが、先ほど基準値を超えるとい

うことが発覚したということで、その部

分について外壁改修等、平成３１年度設

計、平成３２年度の工事という形で延期
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させていただいたというご説明をさせ

ていただいております。契約金額の中で、

体育館の一部の工事を延期するという

ことで、当然、契約金額が変わってくる

といった内容のご質問であったと思い

ますけれども、我々も本来であれば、そ

のような形でさせていただくというこ

とも検討させていただきましたが、この

体育館、校舎もそうなんですけれども、

工事を進めていく中で既存不適格の部

分がたくさん校舎の中で、例えば、廊下

の補強であったり倉庫においてこれま

では認められておったものが、一定建築

基準法の中で撤去しないといけないと

か、そういったものが出てまいりました

ので、そのトータルの中で関係機関とも

協議・相談いたしまして、最終的には変

更せずに実施をさせていただいたとい

うことでございます。 

 今後、再度設計を行いまして、業者の

選定につきましては、入札になるものと

考えております。 

 続きまして、英和辞典の妥当性につい

ての内容のご質問でございます。我々と

いたしましては、今後も当然、公用言語

としての英語が学校の教育の中で中心

になってくるところもありますので、こ

の部分につきましては、基本的には家庭

学習の中で使っていただくことを我々

としては想定して記念品として入学前

に授与させていただいております。また、

授業の中でも使っていただいていると

考えております。 

 続きまして、小学校・中学校医療費助

成のご質問でございます。先ほどご答弁

させていただきました医療券の発行と

いうことで、こちらにつきましては、学

校病という制約の中において、その指定

した病気にかかっておられる方が、この

医療券を使えるということとなってお

ります。制度の周知等も、就学援助の中

でもさせていただいており、この予算の

措置につきましては、ここ最近の実績も

踏まえながら、先ほど少し申しましたよ

うに、医療費助成との関係もございます

ので、減額する中で予算計上をしている

ということでございます。 

 続きまして、小学校給食事業について

のご質問でございます。大阪府の派遣事

業ということで、平成２９年度味舌小学

校におきまして実施させていただいて

おります。 

 委託の検証の中身につきましては、本

市で、他の４校で実施している委託検証

につきましては、衛生面・調理面・配膳・

給食内容等点検項目に基づいて実施さ

せていただいております。 

 この大阪府の委託検証につきまして

も同様に衛生管理体制、施設整備等に関

して、この点検チェックリストに基づい

て同様の検証をさせていただいたとい

うことでございます。 

 鳥飼西小学校、鳥飼北小学校において、

先ほど委員のほうからおっしゃってい

ただいておりますように、あってはなら

ないことなんですが、賃金の未払いがあ

って保証会社に移行したということが

ございました。平成２８年度にも鳥飼北

小学校、鳥飼西小学校において、委託検

証を実施させていただいております。平

成２９年度も、そのような観点でしっか

りと衛生管理等含めてチェックのほう

させていただいているところでござい

ます。 
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 続きまして、中学校給食についてのご

質問でございます。今後の取り組みとい

ったご質問でございますけれども、これ

までさまざまな改善等実施しておりま

すけれども、喫食率につきましては、若

干、この直近で４．６％という数字も確

認しておりますけれども、まだまだ１

０％という目標喫食率には達していな

い現状がございます。 

 今後、中長期的には社会情勢も踏まえ

ながら時代に応じたものとなるように

検討していくと同時に、短期的にはアン

ケート等さまざまなご意見も参考に改

善・見直しを行いながら、よりよい中学

校給食を目指してまいりたいとは考え

ております。 

 今年度で申しますと、近隣他市で実施

されております親子方式を研究させて

いただいております。全員喫食の可能性

ということでは、様々なハードルが財源

であったり建築基準法等含めあるんで

すけれども、引き続き研究をしてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 木下課長。 

○木下家庭児童相談課長 そうしまし

たら、家庭児童相談室運営事業に関する

ご質問にお答えいたします。 

 親子教室委託が相談件数の減少に影

響があるのではないかというご質問か

というふうに思うんですけれども、事務

報告書のほうにございます相談件数に

つきましては、市の心理士などがお受け

した相談を記載しております。 

 これまでは、親子教室の参加者から教

室終了後や別の日などにご相談をお受

けした場合については、この件数にカウ

ントしてまいりました。委託に伴いまし

てそのような相談につきましても含め

て摂津宥和会のほうにお願いをしてお

りまして、結果的に市の受けた件数が、

その分、統計上減っているものとなって

おります。 

 したがいまして、特にサービスの低下

を招いておるというわけではないとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 湯原課長代理。 

○湯原子育て支援課長代理 それでは、

子育て支援課に係りますご質問のうち、

児童発達支援に係る事業所連絡会の件

と小学校新１年生に対する就学援助に

つきまして、ご答弁申し上げます。 

 まず、事業所連絡会の位置づけでござ

いますが、こちらのほうは児童発達支援

センターで実施しております。この児童

発達支援センターは、地域の中核的な役

割を担うものとされており、本市では、

児童発達支援センターは指定管理者制

度を活用しており、児童発達支援センタ

ー運営委託の中で業務として位置づけ

ております。 

 また、この事業所連絡会につきまして

は、当課の職員も参加しております。 

 ２点目に５歳児に対する小学校入学

に係る学用品費の支給につきまして、ど

こから出ているのかというようなご質

問でございました。 

 こちらにつきましては、先行実施して

いる自治体を参考にいたしまして、本市

では、小学校就学援助事業の中で予算計

上し、執行させていただく予定でござい

ます。 

 以上でございます。 
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○安藤薫委員長 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、子ども

医療、ひとり親医療の制度の周知という

ことだったと思います。 

 本市で発行しております保険証の医

療証の更新時、発行時にですね、助成内

容の通知文書のほうにも限度額適用標

準負担額減額認定証を医療機関の窓口

に提示の上、一旦入院時の食事療養費を

お支払いいただきという文書も書かせ

ていただいてですね、それぞれ対象者の

方にも通知のほうをしておりますし、ま

た、各保険者におかれましてもですね、

保険制度の周知ということは当然なさ

れてるものと思われます。 

 また、制度が改正されたときにはです

ね、関係機関、大阪府の医師会であった

り摂津市の医師会のほうにも周知のほ

うをしておる状況でございます。 

 今後もそういうところの周知をしっ

かりとやっていきたいというふうに考

えております。 

 それと、学童の待機児童、平成３２年

度に向けてゼロに向けての取り組みと

いうところでございます。現在、一斉受

け付け後、４月１日までに一定期間人数

が決まりましたら指導員の体制のほう

も確定しなければならないことがござ

います。その後にまた転入等で入ってく

る場合もあります。そうなりますと、や

はりまず第一に安全な事業運営という

のを考えないといけないところでござ

いますので、そういったことも考え、ま

た現在では、やはり教室の確保というの

が重要になってくるかなというふうに

考えておりますので、各小学校の空き教

室等につきましても、今、調整のほうを

しているところでございます。 

 それらを含めて、今後も待機児童ゼロ

に向けての取り組み方策というのを考

えていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 まず、小学校卒業

記念事業にかかわって、英和辞典が妥当

かどうかということ、授業で使う物かに

ついてご答弁申し上げます。 

 中学校の授業につきまして、辞書の使

い方等は英語の授業で行うことがござ

いますが、基本的に辞書は家庭で行うも

のであります。宿題をする際に予習する

こと等がございますので、辞書を持って

いない子どもたちに対して、そういう子

がいないようにするためには、記念品で

支給させていくメリットはあるかと考

えております。 

 続きまして、「ＤＲＥＡＭ」にかかわ

って、現場に導入していく際に議論等を

していたのかという内容があったかと

思います。「ＤＲＥＡＭ」の導入に当た

りまして、校長会中心に協議等をしてま

いりました。各学校では、朝学習とか昼

休みの後の学習の時間等でこちらの「Ｄ

ＲＥＡＭ」を使って活用しております。 

 また、効果につきまして、教職員のア

ンケートから、「ＤＲＥＡＭ」の実施に

ついては、子どもの興味関心につながっ

たかという項目に対して、否定的な回答

は５ポイントもなかった状況でありま

す。「ＤＲＥＡＭ」については、また引

き続き活用していきたいと考えており

ます。 

 続きまして、学力向上推進事業の摂津
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ＳＵＮＳＵＮ塾にかかわって、会場が入

れる規模があれば入れるのか、応募の状

況ですね。どのくらいかという質問等に

ついてですが、小・中学校ともに会場は

５会場で１２５名の定員はございます

が、両会場とも１００名程度、今通って

いる状況にあります。小学校の１会場だ

け定員の２５名を超えておりまして、そ

ちらの希望がある場合は、近くの会場を

提案等をさせていただいて、そちらのほ

うに行っていただくような形をとって

おります。 

 また、民間の通塾率に関してですが、

こちらとしては、通塾率という形で調査

をとっておりませんので、正確な回答と

なるかどうかはわからない部分はあり

ますが、全国学力・学習状況調査の児童

生徒質問紙によりますと、小学校６年生、

放課後何をして過ごすことが多いかと

いう質問に対して、塾などと回答したの

が３４．３％、中学校３年生も同様な問

いでは塾などについては４３．７％とい

う回答になっております。 

 続きまして、人権教育の研修について

ですが、こちら、人権だけ予算がある、

まとめてすることができないかという

中身でしたが、人権教育につきましては、

学校教育の中でも子どもの人権意識、人

権の知識等の醸成について、特に重要な

ものだと考えております。したがって、

やはり今後とも別に項立てしまして実

施していきたいと考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、こど

も教育課にかかわりますご質問にお答

えいたします。 

 まず初めに、茨木市とか高槻市で実施

されてる待機児童の臨時保育室のよう

なものですね。市でやるべきではないか

ということの質問でございます。 

 我々もそういった臨時的な保育室、実

施されてるというのは把握しておりま

す。自治体が実施する認可外の保育施設

ということで、認識しておりますが、開

設までには、やはり場所の確保であった

りとかですね、施設の改修、それから人

材の確保、これらに相当な期間が必要で

あるというふうに考えております。 

 また、その整備費や運営費の財源につ

きましてはですね、国とか府の補助金は

なくて市の単費になろうかというふう

に思います。こうしたことを考えますと、

やはり我々といたしましては、民間の活

力をかりながら、認可の保育施設という

のを整備していくことが必要でないか

というふうに考えておるとこでござい

ます。 

 それから、もう一点ですね。保育所管

理運営事業の耐震診断についてでござ

います。べふこども園につきましては、

委員がおっしゃいますように旧幼稚園

部分について、耐震診断を行ったという

ふうな状況でございます。 

 現在ですね、べふこども園につきまし

ては、幼稚園の子どもたち、保育所の子

どもたちが一緒のクラスで一緒の保育

室で保育のほうを受けております。この

部分が保育所部分で、この部分が幼稚園

部分というような明確な切り分けがで

きないというふうな状況でございます。 

 今回、鳥飼保育所のほうで耐震診断を

行うということで、便宜上、保育所管理

運営事業に含めたということでござい
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ます。 

 このたびの地震とか台風による被害

ということなんですけれども、保育所・

幼稚園とも軽微な被害はあったものの、

建物の軀体自体に被害があったという

ことではございません。 

 今後も定期的に施設点検行いながら

ですね、適切に管理を行っていきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 いろいろと聞いてきましたけども、大

体３回目のところでは要望にとどめて

おこうかなというふうにも思います。 

 ３回目の質問をさせていただきたい

なと思います。 

 最初に、校務員の共同作業事業という

ようなことで、民間の委託のほうにも出

てきてもらってやってる部分もありま

すというお答えをいただいたかと思い

ますが、そうですね。委託に切りかえて

こういったことにふぐあいがあったみ

たいなこととか、そう表だって出てきて

るわけじゃあないのかもしれませんけ

れども、本来の子どもたちとのかかわり

とか云々考えていったときに、卒業式な

んかでも出ていったら、給食の先生、校

務員の先生というようなことで、その場

に出ていろいろと思いもあるじゃない

ですか。 

 実は、委託からきてる職員なんだよと

いうふうなことって、そこのところは余

り子どもたちに言うべきでもないんだ

と思うんですけれども、何か一体感的な

ところでいうと、やっぱり直でやってい

くべきものなんじゃないのかなという

ようなことも思います。 

 費用的な面で、行革の流れの中でいろ

いろと検討もされてというようなこと

の経過ももちろん承知してますし、直で

入ってもらってる先生たちも非常勤の

方とかも結構いらっしゃるのかなとい

うこともあって、必ずしもそこが安定的

にずっと続いてるわけでもないんだろ

うとは認識してますけれども、今の形で

委託の検証もこれからもやっていくと

いうことでありますから、ここのところ

はしっかりと取り組んでもらえたらと

いうふうに思います。 

 ちなみに、保育所や幼稚園のほうは園

務員とか保育所用務員とかいらっしゃ

ると思うんですけども、シルバー人材セ

ンターに委託されてる形なんですかね。

以前そういった議論があったかと思い

ますけれども、作業の中身とかも違うの

かもしれませんけれども、より何か地域

で身近な、そういったことなんかも含め

て、どれが最善なんか、もう一度検討も

していってもらえたらというふうに思

います。 

 １番はもう要望としときます。 

 ２番目、小学校施設改修事業のところ

で、説明を聞きましたらなかなか納得い

かないお話やというふうに思うんです

ね。既存校舎の中で規格不適合とか、工

事する際にそれが出てくるんだとか、工

事をしてるのは確か、株木・五和のＪＶ

ということで、ここのところには載って

たと思うんですけれども、工事の施工監

理委託とかで株式会社ジャスなんかも

かかわってますよね。何かそこらあたり

からしてみたら、それでいいのというふ

うなことをちょっと思ってしまうんで
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すけれども、この工事、摂津小学校の校

舎増築その他の改修工事は、これは株

木・五和特定建設工事共同企業体という

ようなことでやられてます。 

 同時にですね、小学校校舎増築その他

改修工事監理業務委託というようなこ

とで、これは株式会社ジャスに委託をさ

れてるんですけれども、この工事の監理

業務委託ってどういうことをされてた

のかなというようなことを、ちょっと再

度聞かせていただきたいのが１点と、や

っぱり当初の工事金額で予定してた工

事ができなくて、また来年以降入札が発

生してしまうというところでは、５月３

０日付での環境省の通知が、やっぱり一

番の皮肉というか、市としてみたら、何

か痛い通知が突然きたというふうなこ

とになるのかな。これは、ちょっとそこ

らあたりすっきりとしない部分もあり

ますけども、ちょっととりあえずは、工

事の監理業務委託というのは、どんなこ

とがされてたのか教えていただけたら

と思います。 

 ３番目の小学校卒業記念事業の英和

辞典ですけれども、英和辞典がよくない

というふうなことではないと思います

が、以前と比べると、今の子どもたちは、

なかなか中学校に入るから英語という

ふうな気持ちが薄れてるんかなという

ふうな思いがしたのでね、聞いてみたん

です。確か中学校の卒業のときには、多

機能ペンと書いてましたけれども、はん

こがつけるようなペンですよね。自分の

名前のはんこが後からつけれるような、

そんなんやったんじゃあないかなとい

うふうに思ってて、中学校出て社会に出

る子もおる、高校に行く子どもたちに自

分の何か大人の一歩手前というかそん

な感じで、そんな贈り物をやったのかな

あと思いましたので、よりいいものがあ

るんやったらそうだと思うし、当面、英

和辞典というようなことでいきますよ

という答弁だったと思いますけれども、

時代に合わせて必要なものがあってき

たら、学校教育の内容も時代に合わせて

こんなに変わるんかなというふうにも

思いますから、そこらあたりの点でまた

機会があれば検討してもらえたらと思

います。 

 要望しておきます。 

 小学校児童医療費助成、中学校生徒医

療費助成です。この点で気になるのは、

執行率が低いというふうなことの中で、

本当は行かないといかんのに行けてな

い子どもたちがいるんじゃないのかな

というふうなことが、なければいいんで

すけれども、やっぱりそこが一番、気に

なるところなんです。 

 就学援助また生活保護そういった子

どもで医療にかならないといけないの

に、経済的な問題じゃないじゃないです

か、これで言うと。その医療券が発行さ

れたら、医者に行くのは無料で行けるけ

れども行かないという。親が連れていか

ないとなかなか子どもだけでは行けな

いということだと思うので。 

 そこのところで、行けてない子という

ようなことがいるのかいないのか、そこ

の把握はできてるんだったらいいんで

すけれども、ちょっとそこ、お答えいた

だきたいというふうに、思います。 

 それと、子ども医療費助成はさっき言

ったみたいに一部、負担があるんだから、

そこで行ってるっていうふうにはあん
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まり考えないほうがいいと思うので、お

願いしたいと思います。 

 ５番目に、小学校給食事業です。 

 検証会議のほうはしっかりとやって

いただいて、きちんと子どもたちに安

全・安心な給食をというようなことで先

ほど来の答弁でいいかと思うんですが、

来年に向けては、また５校の委託業者を

選んでいくというふうなことですから、

そこの選定に際してしっかりとこの間

の状況というものは踏まえていっても

らいたいというふうに思いますし、でき

ればやっぱり委託にここも依存するん

じゃなくて、私は直で行くほうがいいと

いうふうには思ってるんですけれども、

その点については要望としておきたい

と思います。 

 中学校給食についてです。 

 これについても、今、さまざま次の方

策についての検討も行っていってると

いうふうなことでありますから、現状は

喫食率を上げていくというふうなこと

も取り組みもされつつ、同時にやっぱり

全員喫食の中学校給食に向けてという

ところを目指していっていただくのが

大事かなと思います。 

 また、それぞれとりわけ四中が低いと

いうようなことの、その給食費の問題な

んかも調査も実態把握というふうなこ

とでお願いしておきたいと思います。 

 要望としておきます。 

 子育て支援課にかかわってです。 

 質問番号は７番目です。 

 家庭児童相談室の運営事業というこ

とで、くまさん教室は委託してますけど

も、サービスの引き下げにはつながって

ないですよとお答えいただいて、その現

場に行ってみてるものではないから、事

務報告書の数字でしかこういった委員

会では判断しにくいので、そこの実際の

ところを紹介していただけたので、今回

は安心なのかなあというふうにも感じ

ました。 

 やっぱりここの役割というようなこ

とを家庭児童相談室というふうなこと

でいったら大事な仕事をされていると

いうふうにも思いますし、また同時に、

児童虐待にかかわっては本庁のほうに

来られて、そこでも随分と相談件数が多

くて大変だというようなことも聞いて

おりますので、職員で役割も分担して、

どちらのほうも大事というふうに今、聞

いていて理解もしました。 

 引き続き、この事業についてもしっか

りと取り組んでいってください。 

 ８番目の児童発達支援事業で、放課後

等デイサービスのことを聞きました。こ

れも市の職員もしっかりそこに入って

やっていただいてるというようなこと

で安心しました。 

 ただ、この新しく参入されている業者

がやっぱり多いじゃないですか。平成２

４年度からどっとふえてるというよう

なことの中で、現場も本当に若い職員の

方、経験の浅い方たちがほとんどという

ようなことで、私も幾つかかかわったり

することもあるんですけれども、そうい

ったところではきちんとその中身につ

いて、市としてのノウハウがそんなにあ

るかといったらかつての事業団、今だっ

たら摂津宥和会のそこのところが摂津

市内では一番、経験をもってやってるの

かなあというふうに思います。 

 また、教育支援課のほうとか支援学校
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とかの絡みなんかで言ったらいろいろ

とそういったところにつないでいく役

割としてもあるのかなあというふうに

も思いますので、一人一人の子どもに合

った発達、とりわけ障害のあるお子さん

たちにそういう支援についてというこ

とになっていきますから、そこのところ

は丁寧に、予算もかかるそういう仕事で

すけれども、今ここまで充実してきたと

いうようなことをやっぱり生かしてい

くということが大事だと考えますので

よろしくお願いします。 

 それから、ちょっと道がそれるかもし

れませんけれども、この放課後等デイサ

ービスが随分と多くやられるようにな

って、小学生の子どもの放課後、学童保

育に利用されているそういう子どもで

も何日かやっぱりその時間、児童デイの

ほうに利用されてるというふうに思う

んです。 

 支援児加配ということで学童のほう

では加配の指導員をつけてる、随分とや

っぱりここのところでも苦労されてる

というふうに思いますけれども、そこの

支援児が福祉サービスの点でかえって

放課後児童の民間のところに行ってる

間というのは、学童の指導員のほうを、

ここのところが体制としてはやっぱり

一定、融通が利くようなこともあるんじ

ゃないのかなというふうに思うんです

けれども、そこらあたりなかなか定期的

に利用されてるけれども、全くそれが決

まった形になってるとは限らない部分

もあるというふうには聞いてるので、そ

このところの調整ができたら、学童保育

のそこのところの態勢なんかなにも一

定、見通しも持てるようなことがあるん

じゃないのかなというふうに思います。

ちょっとそこらの研究についても石原

部参事の検討の中で本腰入れていただ

けたらなと思います。 

 それから子ども医療費助成、ひとり親

家庭の医療費助成の点です。 

 制度の周知とかその制度の中身に問

題がないというふうなそういうお答え

ですけれども、私はやっぱり限度額認定

証だったりとかそれってふだん子育て

中の親の方とかもなれないというか、そ

んなのあったのというふうなくらいの

ものだというふうに思うんです。 

 入院のときに、医者から「これ、じゃ

あ国保に行って取ってきて」とか「社保

のほうに連絡してもらってきて」とかい

うふうなことがあるのかもしれないけ

れども、そういうのが抜け落ちてしまっ

たらやっぱり窓口自己負担をした分、そ

れをまた終わってからあえて償還払い

で市役所に手続に行くというふうなこ

と、そこが飛んでしまうということもあ

るんじゃないのかなあというふうに思

っています。 

 今、低所得の方ですから１回の食事代

は２１０円、１日入院したら６３０円、

そういうことですけれども、この限度額

の認定書を持たずに入院すると１食が

４６０円になるんですよね、ことしの４

月から。４６０円の３食分といったら１，

３８０円、そういったことで、今は高額

で倍以上になってしまうということに

なってます。どんどんとそういうふうに

上がる中で、単独扶助の見直しというよ

うなことで削られてきたのかなあとい

うふうなこと、そういう経過もあります

けれども、これからちょっと子どもの貧
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困問題とかいうようなことが問題にな

って、貧困層はどうにか救おうというよ

うなことで低所得の非課税世帯は助成

制度を残すというようなことに決めた

けれども、それで本当に救えているんだ

ろうかということが今回、ちょっと事務

報告書を見る中で随分と不安に思いま

したので、これから障害者世帯もここの

ところに入ってくるというふうなこと

になりますから、もうちょっと目を光ら

せていただいて、「この人、漏れてるん

じゃないのかな」とか、なかなか一人一

人のところまで難しい話にもなってく

ると思うので、この制度の活用について

考えていっていただきたいというふう

に思います。 

 できればやっぱり以前のように、この

所得制限なしでこれが使えるというふ

うなことが、子ども全体の子育て施策と

なって生きてくるというふうに思うん

です。いろいろな子育て支援の施策とい

うことが、低所得の子どもにというふう

なことを限定していった考え方のとき

に、どうしても漏れていくことが出てく

るので、全ての子どもにという考えが全

体を網羅していくことにつながってい

くというふうに思いますので、ぜひこの

制度のさらなる改善に向けても検討し

ていっていただきたいというふうに思

います。 

 要望としておきます。 

 就学援助の部分は結構です。 

 学童保育の部分です。 

 学童保育の部分で、４月の待機児童ゼ

ロにというふうなことで言ったら、なか

なか具体的な答えには今なってなかっ

たんかなというふうにやっぱり思うん

ですよ。 

 いろいろと難しい点があって、これま

でそこの課題がクリアできてないから

実際問題、４月に行けないというような

子が出てくるわけで、それを私はゼロに

してくれということでいつも要望させ

てもらうけれども、この間は行政のほう

が出してる計画で目標数値でゼロにす

るんだと、それは平成３２年度までにと

いうことでされてるんだから、それに対

してやっぱり具体的な筋道というのは

できないんじゃないかなというような

ことで私、言わせていただいてるので、

そこのところは今、こうすればできると

いうふうなことを私も言えるわけじゃ

ないので、そこのところまで求めません

けれども、ここは引き続き、取り組んで

いっていただきたいというふうに思い

ますし、決して委託に切りかえたらやれ

るというようなことじゃないから、そこ

のところは取り組みは別の問題として

追及してもらいたいというふうに思い

ます。 

 １３、１４は結構です。 

 学校教育課にかかわる部分について

です。 

 外国語教育の「ＤＲＥＡＭ」について

ですけども、教職員の中からは特に意見

として上がってきてないというふうな

お答えでしたが、最初に紹介した評価報

告書のところ、そこで見て子どもたちの

アンケートで出てることというのが、や

っぱり私、きちんと見ておかないといけ

ない一つなのかなあというふうに思い

ます。 

 その年齢、年齢で合った教材というふ

うなことを授業の中でやっていくのが
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学校としてのあり方だと思いますし、学

習指導要領で小学生に英語教育の授業

として取り組まれるのは来年からにな

るんですかね。５、６年から取り組まれ

るということですけれども、それは今や

っている「ＤＲＥＡＭ」とはまた違うそ

ういうものじゃないですか。だからそれ

をやりつつ、また今やってるステップと

してステップ２、次は３、４、５と続け

ていくというふうなことが妥当という

か、最善なのか、今後の中で検証してい

っていただきたいというふうに思いま

す。 

 １６番、学力向上推進事業の摂津ＳＵ

ＮＳＵＮ塾です。 

 摂津ＳＵＮＳＵＮ塾、やったらそれな

りに効果があるというようなことと思

いますが、学校教育といわゆる塾との兼

ね合いとの問題で、私はもう以前から思

ってるんだけれども、塾に行ってる子と

行ってない子で成績に開きがどうして

も出てくる、そういう傾向というのはあ

るかと思うんですけども、そんな中で、

摂津市の今、通塾率みたいなことで学校

で調べてるわけじゃないがアンケート

をとった中で出てる数字、同じようなも

のだと思うんですけれども、小学６年生

で約３４％、中学で約４７％というよう

なことで出てるけれども、やっぱり大半

は塾を利用されてない方というのが今

もあるんですよね。 

 私も学校へ通っているころには塾っ

て行ったことがなかったんですけれど

も、いろいろな問題で行きたくないとか

行けないとか経済的な問題とかいろい

ろな関係で塾に行ってる子と行ってな

い子で差がつく。学校の中でもそれが顕

著になっていくみたいなことというの

はある意味、好ましくないというふうに

思います。 

 そんな中で、学校教育として摂津ＳＵ

ＮＳＵＮ塾に頼らないといけないとい

うふうなことを何かすごく、ちょっと心

の中では寂しいなというふうに思って

います。 

 先生方もきっと同じような思いを持

ってるかもしれませんけれども、ここの

ところでどういう方法が最善なのか、こ

れについても、今の学校教育の中での課

題というふうなことを一緒に考えてい

けたらなというふうに思います。 

 ダメとは言わないですけれども、どう

なのかなというふうなことをちょっと

思いながらの質問だったので、ちょっと

言いたいことが伝わってるかどうかわ

からないですけれども。 

 この点については、以上としておきた

いと思います。 

 １７番目の人権研修です。 

 いろいろな意味で人権の問題という

ものが特別視されてるというふうなこ

と、これを是とするか非とするのかとい

うのはいろいろ立場の中で違いがある

かというふうに思うんですけれども。 

 大事なことだというふうに私も認識

はしています。 

 でも、いろいろな大事なことがあると

思うんです。そんな中で今回、事務報告

書にこんな形で出るというのも何かど

こかで整理がされてない部分があらわ

れてるというふうな気もしますので、こ

の点についてはちょっと、今後、課題と

して考えていっていただきたいなとい

うふうに思います。 
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 事務報告書の表記のほうなんですけ

れども、一応、これって予算ごとに立て

ていってると思うので、予算執行が学校

教育課だったらそこのところで表記し

たら、教育支援課のほうでは別に載せる

必要はないことでありますから、そうい

うふうに改めたほうがよいのじゃない

のかなと思います。 

 それとこの際ですから言いますけど

も、事務報告書というのはその担当課ご

とで丁寧に詳しく書いてるところもあ

れば何か大ざっぱだなあと思うような、

もっと何か報告が欲しいのになと思う

ようなところがあって、毎年こうだから

こうという出し方にじゃなくて、それぞ

れの課で出す内容を精査して、こんな仕

事をしてるんだというふうなことを誇

りを持って報告できるようなそんな報

告書にしてほしいなというふうに思い

ます。 

 民生常任委員会でも言ったことがあ

るんですけれども、よろしくお願いした

いです。 

 こども教育課のほうです。 

 １８番目に、保育所の問題で待機児童

をなくしていくというふうなことの取

り組みはさまざまやられていることは

わかってますし、これまでにもいろいろ

と検討されてるということは承知して

おります。 

 ただ、本当に子どもを持ってる親御さ

ん、市民の方一人一人がここのところに

は期待も思いも持っておられます。そう

いった意味では、開所がおくれてしまう

といろいろと不利益を受ける方がおり

ますし、それに対して市がどこまで支援

できるんだという姿勢を示していく必

要があるというふうに思います。 

 もう昔の話ですけども、私が子どもの

ころは、子育てするなら摂津市でという

ふうなことで、公立保育所をたくさん建

てた時期がありましたよね。なかなか国

が交付金や補助金を出さないというよ

うなことの中で裁判まで摂津市が国を

相手取って訴訟なんてあったじゃない

ですか。そういうやっぱり歴史もあるわ

けで、その点からもここの保育の問題と

いうことは重要だというふうに私は思

ってますので、引き続き、よろしくお願

いします。 

 それから合わせて、一斉入所の申し込

みが、もうじき始まって、来年の入所判

定決定がされていきますよね。 

 平成２９年度の末、だから今年度の入

所決定の際にはなかなかちょっと、判定

の通知の点で前の年と違ってもう決ま

ったんだと思ってたら行けなくなった

みたいなことが年度末の２月ころにな

ってわかったみたいなことで、ちょっと

混乱したようなことも聞いてますので、

ことしまた次年度、平成３１年度の入所

に向けてはそういったことがないよう

に丁寧な入所決定、それから保護者への

通知、そういったこともお願いしておき

たいというふうに思います。 

 これも要望にしておきます。 

 それから、保育所関連運営事業、耐震

診断です。 

 これもやっていただいて、公共施設の

耐震化って、大方もう全部、いけてると

いうふうに思ってたんですけれども、そ

こらあたりまだ残っている部分がある

というふうな、幼稚園・保育所というよ

うなことでこういう形で上がっている
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ので、診断の結果、工事が必要というふ

うなことでしたので早急にここはやっ

ていただいて、ことしみたいな地震がま

たいつ起きるかというようなことでも

ありますし、日中、長い時間過ごされる

そういう場所でありますから、やっぱり

子どもの安全安心をお願いしておきた

いというふうに思います。 

 これも要望としておきます。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 暫時休憩します。 

（午後４時５４分 休憩） 

（午後４時５５分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 では、答弁を求めます。 

 溝口課長。 

○溝口教育政策課長 小学校の校舎、体

育館工事についてのご質問でございま

すけれども、監理業務の委託についての

内容もご質問をいただいております。 

 こちらにつきましては、基本設計、実

施設計を平成２８年度にタイトな日程

の中で実施させていただきまして、基本

的には工事が円滑に工期のとおりに進

むように、今回は株木建設、また五和建

設とＪＶを組んでいただいて実施した

ということでございます。 

 そのＪＶと協議調整を行いながら全

体を管理するというのが工事監理の業

務の中身でございます。 

 こちらにつきまして、先ほど、申しま

したように基本設計、実施設計の中で、

その時点で既存不適格の部分が、大阪府

と関係機関のほうとも協議をさせてい

ただいておりましたが、なかなかその年

度末におきましても明確に確定しなか

ったというような事情もございました。 

 大阪府からの指摘もそのような中で、

工期がこの平成２９年６月に議会のほ

うでご承認いただいてから３月末まで

という１８教室の大変大きな規模の工

事であったということもございます。 

 公費の増額の部分は、既存不適格もあ

りますが、そのほかでも例えば、排水経

路、下水管のルートの変更とかといった

こともその後で出てきたということも

ございまして、そういった中で、最終的

には契約金額を、変更をせずに工事を実

施させていただいたということでござ

います。 

 あともう一点、小学校、中学校医療費

助成についてのご質問でございます。 

 基本的には学校での健康診断の中で

学校病に指定されているものが医師の

ほうから診断がなされて、治療の必要が

あるときに医療券を使っていただいて

ということでございます。なかなか実際

に使っていただいてないケースもある

のかなとは思っております。 

 今後、学校管理職や担任教諭であった

り養護教諭ともその辺は連携しながら、

受診勧告等も行っていただく中で、受診

漏れがないような形で進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○安藤薫委員長 弘委員。 

○弘豊委員 今の２点について、私ちょ

っとどちらもなかなか納得できないな

ように思うんですけれども、この小学校

の工事のほうについては、これはいろい

ろと問題があってこういう事態になっ

てるんだったら、やっぱりそういったこ

とをその年度のうちに議会にも報告す

るというようなことが必要なんじゃな
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いのかなというふうに思うんですよ。 

 学校のほうとか学校関係者のほうに

は体育館の分、報告されてるんですよね。

そういったことがありながら、今のご説

明なんで、ちょっとこれは何とも言いが

たいなというふうに感じました。 

 ちょっとこの点については、今後また、

別の場で聞かせていただきたいと思い

ます。 

 あともう一つの学校医療費助成の部

分なんですが、もう明確にちゃんと必要

な子にはいけてますよ、医療券も渡って

診療されてますよというふうなそんな

返事がやっぱり聞きたいんです。それが

わからなかったら問題だなというふう

に思うので、そこらあたり、今、この場

で答弁はちょっとまあしにくいのかも

しれませんけれども、主治医から治療が

必要だというようなことで現場でちゃ

んと医療券が出る。それはちゃんとその

後追いもして、みんな全て病院に行きま

したというふうなそういうことをちょ

っと次の決算なり次のときには聞かせ

ていただきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○安藤薫委員長 それでは、本日の委員

会はこの程度にとどめて散会をいたし

ます。 

（午後５時１分 散会） 

 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定に

より署名する。 

 

 

 文教上下水道常任委員長 安藤 薫 

 

 

 文教上下水道常任委員  水谷 毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 76 - 

 

  

 


